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開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 ４番   髙 坂 隆 雄 議員 

 

 ５番   田 中 正 一 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（小向正志君） 

 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

会議成立 

開議宣告 

西館議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１５人です。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 

 

 西館議長  西舘秀雄議員は、本日所用のため欠席との申し出がありました

ので報告いたします。 

 

議事日程報告 西館議長 

 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

 西館議長  日程第１、諮問第２号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意

見を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 諮問第２号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてご説明申し上げます。 

 本案は、欠員状態である委員の補充のため、木村啓一氏を推薦

いたしたく諮問するものであります。 

 同氏は、教育現場での経験もさることながら、現在も教育相談
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員として子供の教育、いじめなどの諸問題に対し活動するととも

に、周囲の信望も厚く、委員としてまさに適任者であると考え、

候補者として推薦したくご賛同の意を賜りたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 この際、質疑を受けます。 

 質疑ございませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ６番です。おはようございます。 

 私は１点、町長から考え方を確認したいと思います。 

 この人事案件について私は反対するものでありませんけれど

も、この推薦する人の、例えば地域的なもの、それから年齢、男

女別、いろんなものがあると思いますけれども、推薦するにどう

いうふうな形で選考しているのかですね、その考え方をお聞かせ

いただきたいと思います。 

 

 西館議長 

 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今いろんな部分で話ございましたけど、私は適任者であれば年

齢あるいは地域に関係なく、どなたであっても、周囲が見てこの

人いいよ、あの人いいよと推薦してくださればその中から人選を

決定して、地域性も、教育委員とかそういうのは地域性もあるか

もしれませんけれども、人権擁護委員の場合は人権擁護委員とし

てふさわしい方であれば年齢には関係ないと考えております。 

 あとまた何か年齢以外でも当てはまる部分とかありましたら

お願いします。 

 

 西館議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤田常男君） 

 ただいまの平野議員の質問に補足で回答いたします。 

 地域性ということでございますが、おいらせ町では人権擁護委

員定数が７名となっております。考え方としましては、各中学校

に２ないし３名配置できればいいのかなというふうに考えて人
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選しているところでございますが、今現在欠員状態にあるのは下

田中学校区でありますが、下田中学校区で人選のほう検討しまし

たがなかなか見つからないということで、木村氏につきまして

は、木ノ下中学校区にはなることになるんですが、全体で７名を

確保したいということで今回お願いしたところでございます。 

 以上でございます。 

 

 西館議長  よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから諮問第２号について採決をいたします。 

 本件はこれを適任とすることにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれを適任とすることに決しました。 

 

 西館議長  日程第２、議案第６６号、おいらせ町教育委員会委員の任命に

つき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第６６号、おいらせ町教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案は、現委員であります小向陸子氏が本年１２月９日をもっ

て任期満了となることから、後任の委員として浅野邦子氏を任命

いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 ご提案いたしました浅野氏は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項に定める学識経験者の委員として任命

するものでありますが、略歴にもありますように、当町の二川目
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保育園において長年保育士として勤められ、子供の健全育成に深

くかかわっております。培われた高い見識と豊かな経験から教育

委員会委員として適任と考えますので、何とぞ満場のご同意を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第６６号について採決をいたします。 

 本案は議案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第３、議案第６６号、おいらせ町教育委員会委員の任命に

つき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます……大変申しわけありませんでした。ち

ょっとミスプリントがございまして、議案第６６号と……初めの

議案６６号、６７号についての採決をいたしますというふうに改

めます。 

 大変失礼しました。私単独の間違いでした。６７号というふう

に改めます。大変申しわけございません。 

 では、進行したいと思いますので。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第６７号、おいらせ町教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案は、現委員であります西舘あい子氏が本年１２月９日をも
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って任期が満了となることから、後任の委員として小向秀男氏を

任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 ご提案いたしました小向氏は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項に定める学識経験者の委員として任命

するものでありますが、略歴にもありますように、十和田市立三

本木小学校長を初めとして長く教職を務められたほか、また現在

においても、当町の教育委員会事務点検評価アドバイザー委員と

して当町の教育行政に深くかかわっております。培われた高い見

識と豊かな経験から教育委員会委員として適任と考えますので、

何とぞ満場のご同意を賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第６７号について採決をいたします。 

 本案は議案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第４、議案第６８号、おいらせ町地方活力向上地域に係る

固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 税務課長。 

 

当局の説明 税務課長  おはようございます。 
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（福田輝雄君）  それでは、議案第６８号についてご説明申し上げます。 

 議案書７ページから１１ページになります。 

 本案は、地域再生法に基づく企業の地方拠点強化及び移転に対

し、固定資産税の軽減による支援を行い、本地域経済の活性化を

図るため提案するものであります。 

 その主な内容についてご説明申し上げます。 

 ８ページをごらんください。 

 第１条では、固定資産税の特別措置を行う趣旨を明記しており

ます。 

 第２条から第５条までは、都心から本社機能の移転を支援する

移転型に対する課税免除内容及び手続などを１０ページにわた

り規定しております。 

 １０ページをごらんください。 

 第６条から第８条までは、町内にある本社機能の拡充を支援す

る拡充型事業に対する不均一課税の内容及び手続などを１１ペ

ージにわたり規定しております。 

 なお、この条例は公布日の日から施行するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長 

 

 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ６番、平野です。 

 ちょっと１点だけ、この条例改正によってここにうたってある

本地域の経済活性化を図るとあって、中身的には本社機能の移転

とかそういうふうなのを見込んでおりますけれども、これが制定

されることによってどのぐらいの効果が出るのか。３年間、３カ

年の課税免除があるわけですけれども、この３カ年間で、例えば

本社機能移転とかそういうふうな見込みのある企業というのは

予想されるのがありますか。 

 

 西館議長  税務課長。 
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答弁 税務課長 

（福田輝雄君） 

 今のところ見込み的な形ではありません。 

 ただし、この条例の制定によって商工観光課等で誘致企業を行

う場合に、やはり八戸、三沢、六戸、十和田との地域格差をなく

するために、やはりそういう整備を進めて行っていきたいという

思いの中での制定になります。 

 また、本社機能が移転する企業がある場合には、それなりの雇

用等も見込まれるものもあると思いますし、３年後には償却資産

等の課税等も確保することができるとの思いで提案しておりま

す。 

 以上です。 

 

 西館議長  ６番、平野議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 当町には指定の企業が入るような団地というのはないわけで、

それからいってもですね、この適用除外のところには工場誘致奨

励条例が現在あるわけですけれども、こういうふうな中でこの条

例は施行されるんですけれども、本当の効果というのはどういう

ふうな形が出てくるのかなというふうな私疑問感じているわけ

です。この工場誘致についての担当課の課長の考え方、これから

の条例の生かし方、そういうふうなのが考えがあったらお聞かせ

いただきたいと思います。 

 

 西館議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（久保田優治君） 

 それでは、平野議員のご質問にお答えします。 

 まず、この地方活力向上地域に係る固定資産税の特例措置等に

ついては、国のほうで進めております地方拠点強化税制の改正に

伴うもので、その中での経済対策及び企業誘致等の経済活動の推

進でありますが、当町にあっては、議員おっしゃるとおりですね、

工場の団地等持たないわけで、誘致のほうは進めておりますけれ

ども、いざ誘導となれば企業側がある程度候補地を選定してくる

わけでありますが、先ほど税務課長もお答えしましたとおり、近

隣の市町村、県内含めまして全国的にもこの条例の制定が行われ

ているわけでありますので、足並みをそろえるという意味でも、

その基盤整備という形でこの部分の条例については制定してお
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くと。 

 あと、地方裁量の部分がありましたので、移転型についての減

免、拡充型について不均一課税という部分では近隣と遜色ない程

度に足並みをそろえるようにしておりますので、その辺は誘致企

業進める上では効果的だと考えております。 

 以上です。 

 

 西館議長  ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。ほかに討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第６８号について採決をいたします。 

 本案は議案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第５、議案第６９号、おいらせ町学校給食費の免除に関す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 それでは、議案第６９号についてご説明申し上げます。 

 議案書の１２ページから１４ページをごらんください。 

 本案は、学校給食法に規定される保護者が負担する学校給食に

要する費用の免除を行い、保護者の経済的負担を軽減し、子育て

支援の充実を図ることを目的として定めるため提案するもので

ございます。 

 その主な内容ですが、１３ページをごらんください。 

 第１条は、先ほど申し上げました条例制定の目的を、第２条は、

本条例における定義をうたっております。 
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 第３条は、免除の対象者をおいらせ町立の小中学校に在籍する

児童生徒の保護者で、町内に住所を有する者とし、同第２項にお

いて生活保護法に基づく教育扶助を受けている者は対象としな

いこととしております。 

 第４条では、免除の範囲として全額免除できる旨を、第５条は、

委任事項を規定するものです。 

 なお、条例は平成３１年１月１日から施行し、その期限を平成

３４年３月３１日までとしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長 

 

 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか 

 １３番、佐々木光雄議員。 

 

質疑 １３番 

（佐々木光雄君） 

 １３番。 

 昨日は、給食費について活発な意見の交換やら応酬がありまし

た。町長初め、教育長、総務課長、そして学務課長。ただ、事務

方トップである副町長がきのうは一言も発しておりません。そこ

で、副町長からの見解を求めます。 

 

 西館議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（小向仁生君） 

 給食費の無料化については、昨日一般質問の議論の中で町長の

思い、それから議員の皆様の財政を思う、心配する思いが出尽く

したというふうに思っております。 

 がしかし、今言われましたように、事務方を統括する者として

一言、それでは私の思いを述べさせていただきます。 

 一般質問に対する町長答弁と重複するかもしれませんが、私な

りにこういうこともあるのかなと思いきのうから用意しており

ましたものがありますので、ちょっと思いを述べさせていただき

ます。 

 これまでの議員の皆様にお示しした財政計画においては、給食

費の無料化を組み込んでおりませんが、その組み込んでいないと

いう中で大変厳しいものがあると今まで説明をしてきたところ
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です。 

 今後減っていく交付税の対応は、歳出の面では町民の生活に直

接影響のない、例えばイベントや外郭団体への補助金等を含めた

既存の事務事業の見直しをすることで対応していきたいという

ふうに考えております。 

 一方、歳入では、この給食費の無料化実施により現在行ってい

る定住対策、子育て対策と一体的、総合的に取り組み、少子化に

歯どめをかけ、人口流出、転入者の呼び込みといった定住につな

げ、人口がふえることで税収が伸び、町内の経済が回り、活性化

されることを見込んでおり、そのメリットは大きいというふうに

考えております。例えば、家が、人が住んで入ってきて家が建つ、

そうすると関係業者の潤い、それから日用品の購買、商店の潤い、

それから働き手がふえる、今現在、当町の企業においても働き手

がないというふうなことを言われておりますので、その担い手が

いるということで企業の拡大もしくは企業が進出してくるとい

うふうなことも想定されております。 

 そこで、給食費の無料化を初めとした政策公約の実現に向けた

今後の考え方、動きを申しますと、いつの時代もそうですが、時

の町長は町民の平等、公平を守り、幸せにする義務があります。

そのことを履行する際の事務事業への予算配分は町長の専決事

項です。町長の思いが反映されて事務事業が決まり、それに伴う

予算が決定されますが、いつの時代でもその際に、既に目的を達

成した事務事業、効果のあらわれない事務事業、時代錯誤の事務

事業は廃止しなければなりません。そして、真に望んでいる事務

事業、効果の期待できる事務事業、時代に即した事務事業を行っ

ていくものと思っております。その際、町民の審判を仰いだ時の

トップに仕える補助機関として、着実かつ確実な住民福祉の向上

のため、各種事務事業を執行することが行政に勤める我々の使命

と思っております。 

 今回、将来を見据え、よりよいまちづくりを行っていくことを

訴えた成田町長の選挙公約が選ばれました。これは町民の民意で

す。そして訴えた公約事項は町民との約束事で、非常に重いもの

というふうに考え、必ず履行しなければならないというふうに思

っております。 

 なお、そのことでこの後審議していただく行政組織条例の一部
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を改正する条例案において、次年度は行政運営を担当する総務

課、公約事項の推進を担当する政策推進課、財政運営を担当する

財政管財課の３課が中心となって既存の事務事業の全庁的かつ

本格的な見直しを行い、平成３２年度にはスリムな行政運営がで

きるようにというふうに考えております。 

 また、行政はいつの時代も今を生きる自分たちがよければよい

のではなく、子供を産み育てやすい環境を整え、未来へつなぎ、

上の世代を下の世代が支える仕組みの現社会保障制度のもとで

は将来の自分たちの生活を支えてくれる子供たち、孫たちへの投

資だというふうに思って町政運営、まちづくりを担うことが大切

というふうに考えております。 

 今後、少子高齢化、人口減少の進行と、２０２５年団塊の世代

が後期高齢者突入、２０４０年団塊の世代が人生１００年を目指

して９０歳を迎え、さらにそのジュニアが６５歳の高齢者となる

高齢者人口構成問題との大きな波が押し寄せてくることから、１

０年先、３０年先の将来を見据えたまちづくりを行うべく、財政

運営に取り組まなければならないというふうに考えております。 

 先ほども述べましたが、そのことから多少のリスクは伴って

も、他の自治体に先駆けて少子高齢化と人口減少に歯どめをか

け、税収の確保と交付税の確保に努めなければならないとの思い

から、高齢者福祉施策を進めながら定住と子育てに特化したさま

ざまな施策を継続していかなければならないというふうに考え

ております。 

 ただし、事務事業の履行には職員間での精査、調整の議論があ

り、当たり前のことですが、何よりも町長とは別に民意を反映さ

れた議員の皆さんの審議を経ることが大事というふうに考えて

おります。 

 私どもはおいらせ町の未来を担う子供たち、その子供たちを育

てている保護者の皆さんを共助、公助ということで町民みんなで

支え合っていきたいというふうに考えております。私どもは今後

の財政運営をご心配されましたきのうのご意見を真摯に受けと

め、説明責任を果たし、行政執行に努めてまいりますので、議員

の皆様におかれましては、何とぞ本旨をご理解くださり、本条例

制定をご承認くださるようよろしくお願いいたします。 
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 西館議長  再質問、１３番、佐々木議員、よろしいですか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 私はきのう議論しましたので、中身的には理解しておりますけ

れども、この中でこの給食の対象になる目的というのは、親の負

担軽減、子育て支援とあります。私はこの部分については１つ欠

けているんじゃないかなと。まずは子育て支援の前のですね、結

婚する、子供を産み育てる、そういうふうな環境整備がまず一番

最初に来るんじゃないかなというふうな思いがあります。 

 これによって定住促進が進むとありますけれども、定住促進が

進むということは、他の地域からの転入者を見込んでの定住促進

なのかなというふうな、青森県全体で毎年２，０００人ぐらいず

つ減っていって、どこかの地域が減っているわけで、そこからの

人口奪い合い的なこの政策で本当にいいのかなというふうな思

いもあります。自分の町だけがふえればいいというふうなもので

もないんじゃないかなと思いますし、基本になる子供を産み育て

る環境をまず整えて、地域にちゃんとそういうふうな人が根づく

ような形にしないとですね、今までやってきた下田小学校区、甲

洋小学校区、この部分の取り組みをしてきたものがですね、結局

薄れてくるんじゃないかというふうな気がします。ですから、今

一番問題な児童数が少ない地域の取り組み、対応、そういうふう

なものをちゃんと念頭に入れて政策を組んでほしいというふう

なことを要望して終わります。 

 

 西館議長  ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

２番、澤上 訓議員。 

 

討論 ２番 

（澤上 訓君） 

 ２番、澤上です。（「済みません、壇のほうで」の声あり）向こ

うか。はい、わかりました。 
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 西館議長  今回から、議運で決しましたので、演壇でお願いします。 

 

討論 ２番 

（澤上 訓君） 

 昨日の一般質問でのやりとりを聞きまして、私は一晩考えさせ

られました。学校給食費の無料化についてはまだまだ議論の必要

性があるのではないかという思いが込み上げてきました。 

 その理由としては、１つ目は、財政の問題が考えられます。全

て自主財源であるということから他の行政サービスに影響を及

ぼし、住民サービスの低下につながるのではないかという疑問、

これは例えば予算編成において委託とかそういったものもカッ

トしやすい部分はカットしていくということになると、雇用され

ている方々への影響というのも出てくるだろうと、そういういろ

んな角度から考えていくと、やはりサービスに影響が及ぼすんで

はないかというふうな疑問を感じました。 

 ２つ目として、給食費の無料化は３年と３カ月という期限つき

であるため、直接定住促進につながらないのではないかという疑

問。 

 ３つ目として、子育てをしていく上で子供の衣食住について

は、親として最低限行うべき責務であると考えております。 

 よって、全額無料でなくとも減額するなどの軽減措置でいいの

ではないかという考え方。 

 以上のことから、もう少し慎重に進めてもいいのではないかと

いうことで、私は賛成しかねます。 

 以上です。 

 

 西館議長  ほかに、ほかに、原案に賛成の者を許します。 

 ７番、 山 忠議員。 

 

討論 ７番 

（ 山 忠君） 

 ７番、 山ですけれども、賛成討論をいたします。 

 先ほど副町長があれだけ話をしていただきました。それだけで

ももう賛成に値するというふうに考えますけれども、私は私なり

に考えたことをお話をして賛成討論とさせていただきます。 

 給食費無料化については、きのうもそうでしたが教育長が再三

話していることでありますが、生徒たちの生活環境を考えると、

先生方は給食費の徴収を大変苦労していました。それが無料化で

解消されて、生徒たちに公平、平等に接することができることは、
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教育上大変ありがたいことでありますと話しておりました。 

 いまだにこの時代にあっても給食費を払えない貧困にあえぐ

生徒たちもいるとのことでありますが、私たちの時代にも家庭の

事情で中学時代には弁当持っていけない生徒がいました。私もそ

の中の１人でしたが、昼休み時間には同じ境遇の仲間と山学校を

して時間を潰したものであります。時代が時代でありましたが、

寂しくもひもじい体験をいまだに思い出します。今の生徒たちに

そのようなつらく寂しい思いをさせてはならないと思うもので

あります。 

 公平、平等であれば生徒たちはおいらせ町に感謝する心が生ま

れ、やがてはおいらせ町を愛し、将来町を背負って立つ若者に、

そして町民になると信じております。 

 財源については、行政、議会、町民が一体となって対策を考え

るならば、必ずや確保できます。 

 また、いつの時代であっても親には子を思う心は変わりはあり

ません。無料化も町の親心と考えるならば、町民皆様もその心が

理解いただけると信じております。その心が近隣の住民にも受け

入れられ、町の定住促進にもつながるものと考えておるものであ

ります。 

 以上、簡単な賛成討論でありますが、終わりますが、議員皆さ

んの賛同をよろしくお願いをいたします。 

 終わります。 

 

 西館議長  ほかに反対討論（「賛成討論」の声あり）賛成討論。 

 １番、澤上 勝議員。演壇にてお願いします。 

 

討論 １番 

（澤上 勝君） 

 給食の無料化については、子育て家庭に対する教育費の経済的

支援という観点から、町独自で取り組む可能性があり、成田町長

はリーダーシップのもとにですね、給食費の無料化であり、町の

子育て環境の向上のために町民が最も望む施策として、公約とし

て考えているのであります。町民の子育て支援を第一に考えた町

長の発案でスタートする施策であり、給食費の無料化を実施する

ことにより町民の子育て支援、人口増加、出生率の向上、貧困家

庭支援等の効果や町の活性化も見られ、町民も高い支持をすると

思いますので、議員の方々の賛成をお願い申し上げます。 
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 西館議長  ほかに討論ありませんか。 

 １３番、佐々木光雄議員。 

 

討論 １３番 

（佐々木光雄君） 

 本案に賛成する立場から討論を行います。 

 本定例会、５人の一般質問のうち３人の議員の皆さんが給食費

の無料化で活発な議論が展開されました。特に、私は教育長の答

弁の中に、現場を経験した方でないとわからないような、いろい

ろな胸を打つような言葉が出ておりました。それは食育に対する

子育て、本当にやっぱり現場を見ている人は違うなというふうに

感じました。 

 財源についても、当局の的確なる説明で、厳しい中でも推進で

きるというように私は確信を得たわけであります。 

 定住促進条例とセットで、住んでみたい町おいらせ町、住んで

よかった町おいらせ町、この両輪でさらなる躍進を期待し、本案

に賛成するものです。 

 

 西館議長 ８番、馬場正治議員。 

 演壇でお願いします。 

 

討論 ８番 

（馬場正治君） 

 本案に賛成の立場から賛成討論をさせていただきます。 

 １２年前、旧百石町、旧下田町が合併しておいらせ町をつくる

という中でですね、１年間３１人議会が町民交流センターを議場

にして開かれました。そのときに両町の財政の比較とかですね、

さまざまな話し合いが行われた中で、当時の旧百石町の給食は給

食センターがございましたので、そこから全ての学校に給食が配

給されたわけですね。旧下田町は自校式ということで各学校で給

食つくって食べさせたと。給食費の収納の方法も違っておりまし

て、旧百石町のほうは銀行振り込み、口座引き落としですか。下

田町の学校は各担任の先生が生徒に袋を持たせて収納したと。そ

の収納率、給食費の回収率がですね、旧百石町は７０％台、２０％

以上が滞納という現実がありました。下田町町内の学校は９０％

以上と。そういう収納率の差もあったわけでございますけれど

も、そういったことを解消する意味で合併後は担任の先生が収納

することをやめて、銀行振り込み、通帳口座引き落としというこ
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とになったわけです。 

 昨日の一般質問の教育長の答弁の中でも校長時代に各担任の

先生の業務を管理する中で、生徒の給食費を担任が集めると、そ

の中で持ってこられない生徒と、きちんきちんと毎月納める生

徒、どうしても生徒の中でもそれがわかってしまうわけですね。

わからないようにするためにダミー、要するに持ってこなくても

いいから袋だけ持たせるというふうなこともやらざるを得ない

ときもあったと。これはもう大変なことだということでですね、

教育上も問題がある。そういった意味もあって、やはり給食費は、

私は公平にですね、今後は、町の発展ということもあります。例

えば、町の産業の発展には企業誘致、これが一番だというのはも

う従来、昔からの考え方ですけれども、企業誘致をした場合、景

気が悪くなるとさっさと引き上げる。もういなくなるわけです

ね。ところが、この子育て支援による人口の増加は、景気が悪く

なっても子供たちは出ていかない、逃げないんですね。子供をお

いらせ町の学校で育てたいと思う親御さんはおいらせ町に住む

わけですね。それによっていろいろな税収の効果がある。子供を

育て上げるまでは出ていきませんので、半永久的に税収はふえ続

けるわけですよ。会社を持ってくるには金がかかるんですけれど

も、子育てのための若い夫婦を町に呼び込むにはですね、現実に

お金をかけなくてもそういった子育て支援とか、制度をつくるこ

とによって人は集まってくる。だからこそおいらせ町は合併して

１２年たっても人口は減らない。今の若い人たち、どこに家を建

てようか、どこに土地を買おうか、調べています、すごく。六戸

町の小松ヶ丘、あそこが最近ふえているというので注目されてい

ますけれども、おいらせから小松ヶ丘へ移った若い夫婦も知って

います。土地代はいらないよといっているわけです、工務店が。

土地代はうちが持つから家建ててくれと。もう坪３，０００円と

か５，０００円で家建てているもんですから土地代二、三百万工

務店が出しても建ててくれれば元取れると、それで家がどんどん

ふえているのが現実だそうです。聞いた話ですけれども。 

 以上のような理由からですね、私は今回の給食費の無料化、そ

れも公平に、所得に関係なく、子供たちは皆公平ですよ。子供た

ちがいっぱいお金稼いでいる子供とか稼げない子供とかないわ

けです。それは親が違うだけであって、学校で勉強したり、いろ
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んなことを学ぶ立場では子供は公平ですから、公平に全て無料に

する。これもう大賛成でございます。 

 以上のような理由で、本案には皆さんの賛成をお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

 

 西館議長  ほかに討論ありませんか。 

 １４番、松林義光議員。 

 

討論 １４番 

（松林義光君） 

 学校給食費の無料化、私は賛成する１人であります。 

 なぜか。町長選挙の目玉施策であります。公約で掲げて選挙戦

を戦いました。私は成田 隆後援会会長、現在もやっております。 

 当時、幹部会であらゆる角度からいろいろ検討しました。その

結果、一番心配されております、澤上 訓議員も今おっしゃいま

した。きのうも３人の議員から財政は心配ないですか。もっとも

な話であります。町民の税金で学校給食費を使うんですから、も

っともな話であります。 

 その当時、私は洋光台の団地の借金の返済、３０年度で終わり

ますということがありましたので、１億円それに充てると。 

 さらにきのうもおっしゃいましたけれども、政府が来年度１０

月に消費税を８％から１０％に値上げをする方策を打ち出して

おります。そうなりますと、幼保の保育料が無償化になりますと

の報道であります。そうなりますと、きのうも私お話しました。

現在、我が町で保育園にかけている一般財源の持ち出し１億４，

０００万余りであります。 

 私は消費税が１０％に上がりますと保育料が無料になります

ので、私は洋光台の１億円の返済とこの保育料の軽減、これを合

わせますと財源は何とか持ちこたえると、こう思っております。 

 そして、平野議員も先ほどおっしゃいましたけれども、定住促

進につながらないような話もありましたけれども、私は学校給食

費を実現いたしますと、定住促進につながると確信している１人

であります。 

 何よりも町長の目玉政策であります。そのことは成田 隆広

報、選挙広報、全町民にお渡ししております。それを見ての選挙

結果でありますので、私は学校給食費無料化に踏み切ってもよろ
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しいと、こう思っている１人であります。 

 以上であります。 

 

 西館議長  ほかに討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第６９号について採決をいたします。 

 本案については異議がありますので、起立によって採決しま

す。 

 議案第６９号、おいらせ町学校給食費の免除に関する条例の制

定について、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願い

ます。 

 （議員席） ＊＊賛成者起立＊＊ 

 西館議長  起立多数です。着席してください。 

 起立多数ですので、議案第６９号は原案のとおり可決されまし

た。（「反対討論しているんだから反対もとるんじゃないの」の声

あり）起立多数で。９名というの確認しましたので。 

 

 西館議長  日程第６、議案第７０号、おいらせ町行政組織条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（泉山裕一君） 

 それでは、議案第７０号についてご説明申し上げます。 

 議案書の１５ページから２１ページ、新旧対照表は１０２ペー

ジから１０５ページになります。新旧対照表でご説明をいたしま

すので１０２ページから１０５ページをごらんください。 

 本案は、政策公約を具現化するべく組織体制を整備するととも

に、事務の執行体制を強化し、効果的かつ効率的な行政運営体制

を構築するための行政組織機構の見直しを行うことに伴い、課の

組織及び課の分掌事項を改めるため提案するものであります。 

 主な改正内容は、分庁サービス課を町民課の分室に、企画財政

課を政策推進課と財政管財課に改編し、あわせておいらせ町執行

機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正するもので

あります。 
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 なお、環境保健課、介護福祉課の本庁舎移転に伴い、地域整備

課を分庁舎に移転するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 今説明がありましたけれども、１つには政策公約の具現化をす

る、効率的な行政運営に努めるというふうな、進めていくという

ふうなことで、私はこの前の財政計画等の中でも、非常に将来的

に厳しい財政運営になっていくというふうなことで、私は行政組

織の見直しをするということは、１つは財政的効果も生まれるん

じゃないかと期待をしていたんですけれども、その項目が全然出

てこない。政策を進めるための部分については、金をかけてもい

いというようなことで理解をしていいのかどうか。 

 町民の声がですね、実際にどこにどう生かされているのか。 

 この２点をお聞きしたいと思います。 

 

 西館議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 まず、環境保健課と介護福祉課を本庁舎にするという形になり

ます。移転に伴い多少なる不便をおかけすることも承知しており

ますが、この福祉部門の関係課が本庁舎と分庁舎に分かれている

こともあり、用件により町民の間に庁舎間の移動を強いられてき

ている部分もあります。 

 これまでの機構改革でもワンストップサービスの実現に福祉

部門を同一庁舎に配置すべきという議論が上がってまいりまし

たが、これまで見送られてきた経緯があります。このたび、機構

改革で町民課、環境保健課、介護福祉課の福祉３課に加え、税務

課、会計課が同一フロアになることでワンストップサービスの実

現が可能になり、本庁舎で用件を済ませることがまず最大のメリ

ットとして考えております。 

 また、財政部門のほうの話にもなりますけれども、まずは企画
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財政課の部分というのがございます。現在の企画財政課は平成２

５年４月１日に施行の行政組織の見直しにより計画と財政の一

体化を目的に統合してきました。平成２５年度に企画財政課が設

置されてから現在に至るまで、マイナンバー制度や地方創生事業

など、国が主体する新たな業務が開始され、企画財政課の役割は

広範囲かつ過大となってきているのが現状です。 

 また、昭和４０年から４５年に整備された旧町の公共施設の老

朽化に伴い、マネージメントの強化が求められております。 

 このように、企画財政課が当時、統合した当時と時代が変化し

ております。今後は持続可能な行政運営、もしくは持続可能な税

源ということもございますので、両部門ともそれぞれ機能を強化

することが必要であるということで判断して今回改正している

ものであります。 

 以上になります。 

 

 西館議長  ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 財政効果については、私は全然この条例改正をするについては

検討されていないなというふうな気がします。実際に管理職も減

らない、人件費がふえて大変だというふうなことで町長も答弁し

ているんだけれども、そういうふうな中身が全然この中には盛ら

れていないんじゃないかというふうな思いが１つあります。 

 それから、ワンストップサービスを実現するために、福祉関係

を本庁舎に持ってくるとありますけれども、本庁舎周辺で、例え

ば北部だって旧百石分庁舎の周辺、ああいうふうな高齢者の方々

というのは歩いても来られるんですけれども、この本庁舎に持っ

てくることによって手段が今度なくなるわけですね。こういうふ

うなものというのは本当に高齢者に対する配慮がなされている

のか。効率的な行政運営というふうなことであれば、弱者が切り

捨てられてもいいというふうな思いがあるのか、私はちょっと理

解に苦しみます。やはり一番そういうふうな地域にいる方々が恩

恵を受けられるような行政の運営なり配置をすべきだと思うん

ですけれども、このままでいいんだというふうなのであればです

ね、私はちょっとこの部分についても理解しかねます。 

 いろんな意味で、財政計画と連動した１つの条例改正というの



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２３－ 

があってしかるべきだなというふうな思いがありますけれども、

財政課長、このままでいったら財政効果というのは期待できるん

ですか。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、財政的な部分で、効果というところで答弁いたしま

す。 

 先ほど副町長のほうでの思いでもありました。今後、健全財政

のもと政策推進をしていくために、来年度から総務課の行政経営

部門、それから機構改革後の政策推進課、それから機構改革後の

財政管財課、この３部門が調整しながら抜本的な事務事業の見直

し等行っていくというものでございます。そういった点からも財

政的効果は見込まれると思ってございます。 

 以上です。 

 

 西館議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 いろいろ通うのにということで、弱者の方の対応ということに

なりますけれども、まず障害者に対してみれば、まず申請書など

は今までどおり、町民課分室で受け取りができるような形で配慮

をしております。それの中でも、どうしても分室だけで行ってい

た場合、そのために町民課のほうとか、関係課のほうと確認をす

るのに時間がとられるという現状もありましたので、そういうふ

うなものをなるべくなくするということが住民サービスになる

だろうということで、ワンストップという部分も考えられており

ます。まず１つ、出生届を例にいたしますと、戸籍の届け出がな

された場合、これを本庁舎に集約することによって届け出時に保

健師の面談が今度可能になり、ほかの部分でも、お客様をカウン

ターに座らせた上で、担当の職員が、逆にいろんな課が連携しな

がら、お客様をそのままにした状態で職員が動くということのサ

ービスも今度はできるような形になるということで、現在調整も

行われております。 

 今回の機構改革は、住民サービスの充実という形には私どもの

ほうとしてはなると思っていますし、今までも議論されてきて、
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なかなかそれが解決できなかった部分でありますので、ぜひ今回

こういう形で１階の、本庁舎１階に民生３部門及び税務課、会計

課が一緒になるような体制をつくっていきたいと考えておりま

すので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 

 西館議長  ６番議員、よろしいですか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 財政課長もこの事務事業の見直しをして、財政効果が生まれる

というふうな話は、私はちょっと、数字的なものが全然出てこな

い。本当に見直しをして金が生まれてくるんだったらですよ、い

つからやればいいんですよ。 

 やはり、今課題になっているのが、給食でもそうですけれども、

いかに財政運営を効率的に進めるかというふうなことでいった

ら、この行政組織を見直しすることによってこのぐらいの財政効

果が生じて、給食とかそういうふうなのに波及効果が生まれます

よというふうなのであれば、私はなるほどなと思うんですけれど

も、本当に自分たちの事務を進める利便性だけを考えた行政組織

の改正じゃないですか。町長、どう思います。 

 

 西館議長 副町長。 

 

答弁 副町長 

（小向仁生君） 

 町長に質問でしたけれども、私の方からも一言言っておきたい

というふうに思っております。 

 まず、財政効果の話なんですけれども、先ほど企画財政課長が

言いましたように、今後、企画財政課が２つに分かれることによ

ってのメリット、それらは事務的なことだけではなくてですね、

今現在置き去りにされております町の公有地、未処分地が結構存

在しております。それらについても売却を進めて、そして固定資

産税を上げるというふうな作業にも入っていきたいと考えてお

りますし、また、今まであった建物、高度成長期時代に建てたコ

ンクリートのものがいよいよ修繕、それから建てかえというふう

なときに入ってきております。それらを町民の納得できるような

形で統合なり、廃止なりというふうなことを進めていかないと、

財政がこのままだとパンクするというふうな状況なので、その辺
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も考えての企画と財政を分離したというふうなことであります。 

 それから、福祉の関係ですけれども、１つにまとめ上げたとい

う背景にはですね、先ほど総務課長が言いましたように、それぞ

れの効率がよくなかった部分が挙げられてきておりますし、それ

が町民の声でもありました。 

 それをやることによって、じゃあ不便が生じるんではないかと

いうふうな話をされておりますけれども、実は、町民バスの時刻

を調べたところ、本庁、分庁を結ぶ便がですね、１時間に１本ず

つあるというふうなことがわかりまして、それであれば不便を来

すことはないだろう。そしてまた、おのおのがほとんど自家用車

を使うというふうな状況にある関係上、やっぱり一局にしたほう

がいいのかなと。ただ、障害者のように交通の手段を持たないと

いう人たちについては、今までもそうですけれども、それぞれ家

族もしくは知人等が車で送り迎えしていたというふうなことも

ありますので、それが分庁舎から本庁舎に変わるというだけのこ

とであると考えておりますので、その辺を考えると、今すぐ人件

費での削減という効果はあらわれないかもしれませんけれども、

将来的に見た場合には財政的には十分減額になっていくんであ

ろうというふうに考えております。 

 以上です。 

 

 西館議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 今、副町長が答弁したバスの件なんですけれども、確かに本庁

舎、分庁舎、交互に行くよというふうになりますと、おおむね１

時間に１本ぐらいが見込まれるんですが、本庁舎から分庁舎のほ

うに行くよという片方だけを見た場合は、おおむね２時間に１本

になりますので、その辺のところご了承お願いしたいと思いま

す。 

 以上になります。 

 

 西館議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７０号について採決をいたします。 

 本案は議案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  １５分間、１１時２０分まで暫時休憩します。 

  （休憩 午前１１時０６分） 

 西館議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午前１１時２０分） 

 西館議長  日程第７、議案第７１号、おいらせ町執行機関の附属機関の設

置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（泉山裕一君） 

 それでは、議案第７１号についてご説明申し上げます。 

 議案書の２２ページ、２３ページをごらんください。新旧対照

表は１０６ページになります。 

 本案は、本条例所掌事項の取り扱いにそぐわない現状となって

いる要保護児童対策地域協議会を附属機関から削り、新たに設置

要綱を制定するため提案するものです。 

 具体的には、平成２７年４月に本条例で協議会が設置されまし

たが、協議会の所掌事項は児童福祉法第２５条の２に規定する事

項としており、要保護児童及びその保護者等への適切な支援を図

るために必要な関係機関との情報の交換を主にしており、地方自

治法における附属機関に内容がそぐわない現状となっておりま

す。 

 なお、要保護児童対策地域協議会設置要綱を新たに制定し対応

を行うため、本条例上廃止するものであります。 

 以上で説明を終わります。 
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 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ちょっと確認をしたいと思うんですけれども、これ要保護児童

対策地域協議会というのは、生保に準ずる家庭の児童対策という

ふうなことで理解していいのか。それ確認をしたいと思います。 

 それと、今言っているその所管がかわってきたというふうなの

は、今総務課長が説明した中で附属機関の、この要保護児童の部

分で所管がかわってきたのと、それからその附属機関の設置にと

いうのは、どういうふうな形で設置されるのか。 

 この２点、お願いします。 

 

 西館議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤田常男君） 

 平野議員のご質問にお答えいたします。 

 要保護児童対策地域協議会についてでございますけれども、生

保に準ずる機関かということでございますが、生保には直接関係

はございません。児童虐待とかですね、ネグレクト、いわゆる子

育て放棄といいますか、そういう保護者等への対応ということで

設置されている組織でございます。 

 そして、この機関についてはですね、大きく３つの組織がござ

います。１つは代表者会議というのがございまして、もう一つが

実務者会議、それから個別検討会議という形で運営しております

けれども、今回、提案していますこの協議会が附属機関にそぐわ

ないというのは、代表者会議にかかわる部分なんですが、代表者

会議につきましては、実務者会議、個別検討会議で関係機関の職

員を派遣してもらうために代表者の皆さんを集めてですね、要対

協の現状といいますか、情報交換をしながら実務者が町のほうの

調整機関であります町民課のほうで要請した場合に派遣をしや

すくしてもらうということを趣旨として掲げている会議でござ

いますので、附属機関にかかわる審査とか審議とか、そういう形

の性質の会議ではございませんので、今回附属機関から廃止して
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ですね、設置要綱のほうで運営していきたいというふうなことか

ら提案したものでございます。 

 以上でございます。 

 

 西館議長  ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 わかりました。ありがとうございました。この構成の部分がよ

く理解ができませんでした。 

 それともうあと１点、最後、当町にあっては、ネグレクト、子

育て放棄、こういうふうな事例が実際にありますか。 

 

 西館議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤田常男君） 

 現実問題として、ここ何年かふえてきている状況にございま

す。子育てにかかわって育児ノイローゼといいますか、そういう

形になって子育て放棄したり、あるいは母親がそういうノイロー

ゼになったりしてですね、ちょっと生活自体が危ういというよう

な形の方もありますし、いろんな情報が入ってきていますので、

それぞれ個別に対応しているところでございます。 

 以上です。 

 

 西館議長  ６番、平野議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 非常にこういうふうな事例があるということはですね、これか

らもいろんな中で件数はふえてくる可能性があるというふうに

思います。子育て放棄とか、そういうふうな部分につながるもの

というのは、やはり地域的なつながりが欠けてきているんじゃな

いか。やはり横の連携がちゃんとしないと目配り気配りがされて

いない孤立化したシングルマザーとか、そういうふうな部分は非

常にこういうふうな状況に陥るんじゃないかと思います。行政と

しては、担当課、町民課だけじゃなくて、横断的な形での部分の

組織をして対応すべきだと私は思うんですけれども、この最後、

この１点だけ。 

 

 西館議長  町民課長。 
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応答 町民課長 

（澤田常男君） 

 お答えいたします。 

 関係課が横断的に対応していくべきというご質問でございま

すが、要対協の実務者会議の中には環境保健課とか、学務課とか、

関係課が入って、介護福祉課も含めてですけれども入っておりま

す。その中で随時いろんな形でそういう情報交換しながら進めて

おります。 

 以上でございます。 

 

 西館議長  ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。ほかに討論あり

ませんね。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７１号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第８、議案第７２号、おいらせ町一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（泉山裕一君） 

 それでは、議案第７２号についてご説明申し上げます。 

 議案書の２４ページから５５ページをごらんください。新旧対

照表は１０７ページから１４０ページになります。 

 本案は、青森県人事委員会勧告に準じた職員の給料月額、宿日

直手当、勤勉手当及び扶養手当の額等を改正するため提案するも

のであります。 

 主な改正内容を申し上げますと、本年１０月１１日に行われた
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青森県人事委員会勧告に準じ、給料表の額及び宿日直手当の額を

引き上げるとともに、勤勉手当の支給割合に係る総額を０．０５

月分引き上げるもので、平成３０年４月１日からさかのぼって適

用するものです。 

 また、あわせて、扶養手当の支給について上位の職の級となる

職員へ支給額の見直しを行うものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７２号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第９、議案第７３号、おいらせ町特別職の職員の給料等に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（泉山裕一君） 

 それでは、議案第７３号についてご説明申し上げます。 

 議案書の５６ページ、５７ページをごらんください。新旧対照

表は１４１ページになります。 

 本案は、青森県人事員会勧告に準じて行う一般職の勤勉手当支

給割合の改正に伴い、県の取り扱いに準じて、町長、副町長及び

教育長の期末手当の支給割合を改めるため提案するものであり
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ます。 

 主な改正内容を申し上げますと、期末手当の支給割合を０．０

５月分引き上げるもので、平成３０年１２月１日からさかのぼっ

て適用し、平成３１年度以降の支給割合は、６月期、１２月期と

もに同じ支給割合とするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７３号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第１０、議案第７４号、おいらせ町議会の議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（泉山裕一君） 

 それでは、議案第７４号についてご説明申し上げます。 

 議案書の５８ページ、５９ページをごらんください。新旧対照

表は１４２ページになります。 

 本案は、青森県人事委員会勧告に準じて行う一般職の勤勉手当

支給割合の改正に伴い、県の取り扱いに準じて町議会議員の期末

手当の支給割合を改めるため提案するものであります。 
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 主な改正内容を申し上げますと、期末手当の支給割合を０．０

５月分引き上げるもので、平成３０年１２月１日からさかのぼっ

て適用し、３１年度以降の支給割合は６月期、１２月期ともに同

じ支給割合とするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７４号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第１１、議案第７５号、おいらせ町洋光台団地定住促進条

例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、議案第７５号についてご説明申し上げます。 

 議案書６０ページ、６１ページをごらんください。 

 本案は、本条例による洋光台団地定住促進助成制度が平成３１

年３月３１日をもって失効となりますが、対象分譲地が完売して

いないことからその効力を３年間延長し、引き続き制度活用によ

る完売を目指すため提案するものであります。 

 具体的には、洋光台団地分譲地の早期販売と定住促進を目指

し、土地購入者が住宅を建築した際に土地代金の一部を助成金と
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して交付する制度を設けており、その額は東日本大震災被害者の

場合は平米当たり約１万８，０００円、坪にいたしますと約６万

円、一般の方は平米当たり約１万２，０００円、坪当たりにしま

すと約４万円となっております。 

 １４３ページをごらんください。新旧対照表であります。 

 条例の附則第２項、条例の失効に規定されている時限の期日、

平成３１年３月３１日を３年間延長し、平成３４年３月３１日に

改めるものであります。 

 なお、分譲区画数の関係ですが、これまで残り５区画ございま

したが、現在１区画について売買手続中であります。これが成約

できますと、残り４区画となります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７５号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第１２、議案第７６号、おいらせ町工場誘致奨励条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 商工観光課長。 

 

当局の説明 商工観光課長  それでは、議案第７６号についてご説明申し上げます。 
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（久保田優治君）  議案書の６２ページ、６３ページをごらんください。 

 本案は、既存の工場誘致奨励金交付制度における３種類の奨励

金のうち、立地奨励金を政策上廃止し、あわせて指定工場の認定

申請の時期に関する規定を追加等するため提案するものであり

ます。 

 その改正内容を申し上げますので、参考資料の１４４ページ、

１４５ページの新旧対照表をごらんください。 

 まず、第４条第１項から第３項及び第５条第１項本文では、指

定工場等の指定の申請方法、申請時期及び町の指定方法などの規

定の追加等を行い、第５条第１項第１号から第３号、同じく第５

条第２項では、改正前の第５条第１項第１号の工場立地奨励金の

号番号の削除による同項中の号番号の繰り上げと引用規定の整

理をしております。 

 次に、第６条ですが、立地奨励金の廃止に伴い、削除というよ

うに改正をしております。これは、施工規則等において条例を引

用する条文及び様式番号等が煩雑になることを回避等するため

の措置であります。 

 また、附則第１項では、本条例の施行日を公布の日からとする

こと。 

 附則第２項では、本日現在適用予定はございませんが、本改正

手続中における公布日までの間に適用事案が発生した場合の取

り扱いに関する経過措置について規定したものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７６号について採決をいたします。 
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 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第１３、議案第７７号、第２次おいらせ町総合計画基本構

想の策定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、議案第７７号についてご説明申し上げます。 

 議案書６４ページをごらんください。 

 本案は、第１次おいらせ町総合計画の計画期間が今年度末で終

了することに伴い、引き続き総合的かつ計画的な行政運営を図る

ため、第２次おいらせ町総合計画基本構想を定めるに当たり、お

いらせ町議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２項の規

定に基づき提案するものであります。 

 基本構想でありますが、総合計画の根幹となるものであり、基

本理念や町の将来像、まちづくりの基本方針、土地利用基本方針

で構成されており、計画期間は１０年間となります。 

 ６６ページをごらんください。 

 まちづくりの基本理念であります。 

 おいらせ町自治協議条例の理念のもと、まちづくりを進める上

で大切にし、共有したい基本的な考え方として、町民と議会と行

政が一体となったまちづくり、自然と共生し、文化がいきづくま

ちづくり、幸せを実感できるまちづくりの３つを掲げておりま

す。 

 ６７ページをごらんください。 

 おいらせ町の“みらい”、町の将来像であります。 

 町を取り巻く現状と将来を総合的に踏まえ、町の将来像を「子

どものびのび 大人いきいき ともにつくるおいらせ町」と定め

るものであります。 

 ６８ページ、６９ページをごらんください。 

 まちづくりの基本方針であります。 

 将来像を実現するために７つの分野を中心に行政運営を進め
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ていくものであり、基本方針１、町民と議会・行政がともに考え、

行動するまちから、基本方針７、健全な行財政運営による持続可

能なまちまでの７つの基本方針を定めるものであります。 

 ７０ページから７３ページをごらんください。 

 土地利用基本方針であります。 

 将来像の実現に向けて総合的かつ計画的な土地利用を推進す

るための基本的な方針であり、エリア区分と拠点配置、道路体系

から構成されております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７７号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第１４、議案第７８号、損害賠償請求事件の損害賠償額を

定め和解することについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第７８号、損害賠償請求事件の損害賠償額を定め和解する

ことについてご説明申し上げます。 

 本案は、損害賠償請求人に対し、おいらせ病院の緊急時の診療

体制と術後の診療管理等の不備から両下肢動脈血栓症を生じさ
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せ、自力立位と歩行が困難になる後遺障害及び精神的負担を与え

たものであります。 

 損害賠償請求人に救肢できる時間内に適切な治療を実施でき

なかったことを深く反省し、謝罪を申し上げます。済みませんで

した。 

 詳細につきましては、病院事務長より説明いたします。 

 よろしくお願いします。 

 

 西館議長  病院事務長。 

 

当局の説明 病院事務長 

（小向博明君） 

 それでは、議案第７８号についてご説明申し上げます。 

 議案書の７４ページから７６ページになります。 

 本案は、おいらせ町と損害賠償請求人、甲との間で和解を別紙

のとおり成立させるため、議会の議決を求めるものです。 

 損害賠償請求事件の賠償額を定め和解を成立させるため、地方

公営企業法第４０条第２項及びおいらせ町病院事業の設置等に

関する条例第６条の規定により提案いたします。 

 １、損害賠償請求人について、甲。 

 ２、損害賠償被請求人について、乙、おいらせ町となります。 

 ３、損害賠償額について、２，８００万円。 

 ４、仮合意書の和解条項について。 

 和解条項については平成３０年１１月１日締結しております。 

 （１）乙は、甲に対する治療に対応のおくれがあったことにつ

いて謝罪し、乙が経営・管理する医療機関における当直体制等の

改善に努力することを約束するとともに、甲に対し賠償金として

金２，８００万円を甲の指定する口座に、乙の議会の議決がなさ

れてから１カ月以内に送金して支払う。 

 （２）甲は、乙および乙の職員に対して、前項の賠償責任を除

き、民事、刑事及び行政的な責任追及を行わないことを約束する。 

 （３）甲及び乙は、本件に関し、正当な理由なく第三者に口外

しないことを相互に確認する。 

 （４）甲及び乙は、本件に関し、本合意書に定めるほか、甲乙

間に何ら債権債務のないことを相互に確認した。 

 （５）甲及び乙は、仮合意書が議会の議決を経たときは、これ

を本合意書とみなすことを相互に確認した。 
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 （６）本合意を証するために、甲・乙各記名押印のうえ、各１

通を所持する。 

 ５番、過誤の内容についてです。 

 平成２６年１月１６日に入院し、１月２１日に大腸の手術治療

を受けていた甲が、２月１日の午前１０時２０分に両下肢動脈血

栓症を発症し、両下肢麻痺及びチアノーゼが出現しました。 

 容体が急変した段階で、主治医は携帯電話の届かない場所にお

り、他の外科医も研修等で電話が通じない状態で２時間後に連絡

が取れ、血栓溶解剤を投与し、ＣＴ造影検査等を行いました。 

 血栓症発症から６時間以内に血栓を除去できなければ救肢で

きない状況下で、八戸市立市民病院へ転院するまでに６時間を経

過、さらに左下肢血栓除去手術まで３時間を要しました。 

 生命に危険があるため右下肢の手術はできず、その後、壊死の

ため右下肢切断と血流障害により左下肢に痛みとしびれの後遺

障害を生じさせ、甲は自力立位と歩行が困難な状況となっており

ます。 

 ６、医療安全対策について。 

 今後のおいらせ病院の診療体制の安全対策として、日当直時の

連絡体制の充実と医療安全管理者を配置し、医療安全委員会の活

動と医療安全研修の強化を図っていくものであります。 

 今回の事件で失った病院に対する信頼を回復するため、院長を

初めとして全職員で対応してまいりたいと思います。 

 説明は以上であります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 １４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 今、病院の事務長の話を聞いておりましたけれども、病院の先

生はプロだと思います。大事な命を預かっている先生でありま

す。今の内容を見ますと、携帯電話が通じない、研修に行った先

生にも通じない。結果的には６時間を経過していると。そして最

終的には、甲は自力で歩行が困難であると。考えられない、私に

とっては考えられない病院のミスであるとこう思っております。
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金で解決すればいいのかと、言葉は悪いけれども、もう金で解決

するしか方法はないというふうに受けとめました。 

 それと、おいらせ病院、開設以来もう何十年もたっていると思

います。その医療安全対策でこの文言、誰が考えたかわかりませ

んけれども、当然行っていなければならない文言であります。今、

事故が起きたから、今後安全対策として日当直時の連携体制を強

化してまいります。もう前々からあってしかるべきでありません

か。 

 とにかく、どなたの先生にも携帯が通じない。私は本当におか

しいと思います。病院の先生方も頑張っていると思いますけれど

も、結果的にこのようなミスが生じたわけであります。事務長、

私の言っていることがおかしいでしょうか。 

 

 西館議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

 松林議員にお答えいたします。 

 もちろん、以前から安全対策については体制としてはありまし

た。ありましたが、この事件が起こった日は土曜日という部分も

ありまして、先生方、研修中電話も通じない、研修と、あとは電

話に出られない場所にいたという部分もありまして、その点は非

常に、２時間も連絡が取れなかったというのは非常に残念な結果

となっております。 

 当時の当直医師もおりましたが、内科の医師でありまして、実

際術後の患者については、当時院長初めとして外科医が３人の体

制で術後の患者を診る体制がありました。その部分について、そ

のときの看護師の連絡体制も、その３人の医師に対しての最初に

連絡する部分がありまして、それで時間の経過もありました。そ

の後、連絡が取れた院長から血栓溶解剤、治療の部分が始まりま

して、その後に各検査が行われ、家族への説明等が行われた後で

ＣＴを最後に撮りまして、血栓で動脈が詰まっていると。それで

市民病院に搬送されるという形になって、時間が経過してしまっ

たという一連の、何ですか、治療の結果と検査もあったんですが、

その部分でのおくれというのもやはり大きかったのかなと思っ

ております。 

 現状では八戸市民病院との連携のほうも、中枢連携の部分で医
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師の派遣とかいろいろありまして、その部分についてもすぐ何か

ありましたら市民病院のほうにも搬送するという体制的にはで

きております。 

 その時点に関しては、土曜日ということもあり、先生方の３人

にも連絡がつかなかったというのが一番の大きな原因と考えて

おりまして、その部分だと思っております。 

 以上になります。 

 

 西館議長  １４番、松林議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 土曜日であろうと、何であろうと、結果的には病院のミスを認

めて、損害賠償額２，８００万を支払いますよということは、病

院のミスを認めたということになるでしょ。もしかすると、もっ

と早い時間に適切に対応しておれば、この甲の方、歩行が可能で

あることもあり得たわけでしょ。６時間以上もたっているから、

もう歩行困難に陥ったよということだと思います。プロのやるべ

き仕事ではないと、こう思います。 

 事務長、前にも、何か前にも裁判があって、ミスがあったよう

な気がしましたけれども、これからも起き得る可能性はあるかも

しれませんけれども、今後、このようなことがないように十分配

慮してもらいたい。そのことをお願いして終わります。 

 

 西館議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 病院の開設者として一言おわび申し上げます。 

 この時期を見ますと、２６年ということは、私まだ町長として

在籍していたときの事故だと思っておりますけれども、そのとき

は何ら報告を受けた経緯はないわけですから、そのときはこうい

う事態が生じるというところまで、病院のほうも先生方も考えて

いなかった部分であったのかなという気がしております。 

 その後、こういう事態になって現在に至ったということで、本

当に大変申しわけなく、責任を感じております。 

 先生方も最善を尽くしたと思いますけれども、結果的にはこう

なったということですね。残念な結果になりました。 

 そして、皆さんもご存じのとおり、病院の先生は今全国的に足
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りないということで、なかなか我々素人がその技術的なことに口

を出せない部分もあります。そしてまた、強い要望というんです

か、事務長はもちろん、私も言えないような立場ですから、なか

なか言いにくい部分はあります。 

 しかしながら、やはりこういう事故が２回も続きますとです

ね、裁判になるような事件が２回続いているということは大変遺

憾であるので、今度病院の先生方と何か懇談する機会がありまし

たら、強く要請したいと思います。ご了承ください。 

 大変申しわけありませんでした。 

 

 西館議長  ほかに質疑ありませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ６番です。 

 私は今この経過を見て、賠償額の額が本当にこれで適正な形な

のかなというふうな思いがあります。 

 やはり、この自立立位と歩行が困難な状況で、多分自宅での生

活はなかなか不可能じゃないかなというふうな思いがあります

し、そうするときに、この賠償額、これは医療保険で充当される

から病院事業会計からは支払いがなされていないわけで、この額

で本当に生涯的に補償できるのかなと私感じるんですけれども、

町独自、病院独自での、ミスによるわけですから、この保険以外

でも対応とかそういうふうなのは考えておりますか。 

 

 西館議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

 平野議員の質問にお答えします。 

 今のこちらの病院の医療事故の賠償保険のほうでの支払以外

にということだと思いますけれども、こちらも今の後遺障害とか

将来分の介護費用とかを合わせての２，８００万円という部分で

出ておりましたので、今のところ保険以外での病院としての賠償

の部分についてはちょっと考えておりません。 

 以上になります。 

 

 西館議長  平野議員、６番。 
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質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 同じような事例が、八戸市民病院でも死亡事故が発生して、医

療事故で賠償金２，２００万円を支払いをしたというふうなこと

で、この事例は患者が亡くなっているわけですけれども、それで

２，２００万。 

 現在当町の場合は、これから年齢的な部分とかそういうふうな

のはちょっと把握できませんけれども、私はそれからいってもで

すね、本当に妥当な額なのかなというふうな思いがあります。や

はり被害者、損害請求人もですね、本人もそうですけれども、や

はりそれにかかわる家族、ファミリー、そういうふうなものが非

常にこれからも負担を強いられる、そういうふうなことを考えた

ときに、やはりその医療保険で、裁判で確定したからそれでよし

とするのか、やっぱり本人を取り巻くそういうふうな環境の部分

とか、そういうふうなものでは、本当にこの金が適正かというふ

うなのは私ちょっと疑問を感じるんですけれども、その辺、町独

自でのかさ上げとか、そういうふうなのは全く考えていないとい

うふうな意味なのか、もう一回確認します。 

 

 西館議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

 平野議員にお答えします。 

 金額については、両者の代理人弁護士同士の協議結果で出てお

ります。細かい賠償額については、治療、それから慰謝料の部分

と後遺障害に対する慰謝料と、将来的な介護費用等の額が合算さ

れた額で計算されておりますので、その代理人弁護士同士の協議

で決まったという部分ときちんと算定された部分というのがあ

りますので、それは妥当かなと考えております。 

 以上です。 

 

 西館議長  ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７８号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  ここで、昼食のため１時半まで休憩いたします。 

  （休憩 午後 ０時００分） 

 西館議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午後 １時２８分） 

 西館議長  ここで、町民課長より、１４番、松林議員への発言に対し、補

足説明をしたい旨申し入れがありましたので、これを許します。 

 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤田常男君） 

 それでは、説明いたします。 

 昨日の松林議員の一般質問並びに本日の学校給食無料化条例

の賛成討論の中で出ました保育料無償化に対する軽減額につい

てでございます。 

 資料として昨日松林議員のほうにお渡ししたのは、平成３０年

度、今回１２月補正用の積算資料をお渡しして１億４，７００万

円という形でお知らせしたところでございますが、来年度の無償

化に対する影響額について、私のほうで誤解して説明しましたの

で訂正させていただきます。 

 ２９年度決算ベースになりますけれども、来年度の影響額につ

いてですね、国で示しているのは、原則３歳以上の利用者という

ことで全員が軽減の対象になりません。その結果、２９年度決算

ベースで約４，０００万ぐらいの軽減が図られるのではないかな

というふうに思って、通年でですね、そういう形で考えておりま

す。訂正しておわびいたします。 

 

 西館議長  日程第１５、議案第７９号、十和田地域広域事務組合規約の変

更についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 
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 企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、議案第７９号についてご説明申し上げます。 

 議案書７７ページ、７８ページをごらんください。 

 本案は、当該事務組合の監査委員について、監査制度の独立性

及び専門性の強化の観点から、組合議会議員からの選任を識見を

有する者からの選任にかえるため、当該組合規約の一部を変更す

ることについて地方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０

条の規定に基づき提案するものであります。 

 具体的には、本年４月１日施行の地方自治法改正により、議会

選出監査委員の規定が緩和されたことを踏まえ、当該組合におい

て監査委員の選任方法を改めるもので、組合を構成する全ての市

町村において同様の手続を行うものであります。 

 １４６ページをごらんください。 

 新旧対照表であります。 

 規約第１５条の監査委員の規定でありますが、現行では、監査

委員２名のうち１名は組合議員選任、１名は十和田市監査委員の

識見を有する者となっておりますが、変更案では、１名は十和田

市代表監査委員、１名は識見を有する者で、組合議会の同意を得

て選任する者と改めるものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７９号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第１６、議案第８０号、平成３０年度おいらせ町一般会計

補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、議案第８０号についてご説明申し上げます。 

 議案書７９ページをごらんください。 

 本案は、既定予算の総額から歳入歳出それぞれ７，１５１万円

を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ９８億３，８４２万８，

０００円とするものであります。 

 ８３ページをごらんください。 

 第２表継続費でありますが、多目的ドーム建設工事実施設計業

務を２カ年で行うため、当該事業費について継続費を設定するも

のであります。 

 ８４ページをごらんください。 

 第３表地方債補正であります。 

 町道舗装補修事業、住吉町線整備事業、町道舗装補修事業適正

管理推進事業の３件につきましては、起債対象事業費の変更に伴

う限度額の変更、多目的ドーム建設事業につきましては、実施設

計業務の継続費設定に伴い、今年度事業費に合わせた限度額の減

額変更を行うものであります。 

 それでは、歳入歳出、主なものにつきまして、別冊の事項別明

細書でご説明申し上げますのでご用意ください。 

 平成３０年度一般会計補正予算（第３号）に関する説明書にな

ります。 

 まず、歳出の主な内容であります。 

 各款にわたっての人件費の補正は、青森県人事委員会勧告に準

じた給与改定に対応するものであります。 

 １０ページをごらんください。 

 ２款１項１目一般管理費の１５節庁舎等修繕工事費１５７万

７，０００円の増額は、機構改革関連準備経費として計上するほ

か、４目財産管理費の２５節公共施設整備基金積立金１，００１
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万９，０００円の増額は、県核燃料物質等取扱税交付金の事業充

当変更及び基金運用利子積み立てによるものであります。 

 １１ページをごらんください。 

 ２款２項２目町活性化対策費の１９節ハートピア助成金１６

８万５，０００円の減額、２５節ハートピア基金積立金１６８万

５，０００円の増額は、今年度事業がおおむね終了したため、財

源の組み替えを行うものであります。 

 ２款２項３目情報政策費の１３節社会保障・税番号制度対応シ

ステム改修委託料３２１万３，０００円の追加は、マイナンバー

制度対応として、また機構改革に伴う設定変更作業委託料２６０

万４，０００円の追加は、来年度機構改革に向けた準備対応とし

て、それぞれ計上するものであります。 

 １４ページをごらんください。 

 ３款１項２目障害者（児）福祉費の２０節身体障害児補装具給

付費２２５万２，０００円の増額は、今年度執行見込み額の精査

によるものであります。 

 １６ページをごらんください。 

 ４款１項２目予防費の１３節高齢者肺炎球菌ワクチン接種委

託料１０２万５，０００円の増額、また４款２項１目清掃総務費

の１９節浄化槽設置整備費補助金４１０万２，０００円の増額

は、それぞれ今年度執行見込み額の精査によるものであります。 

 １８ページをごらんください。 

 ７款１項２目商工業振興費の１９節スーパーマーケット・トレ

ードショー負担金３６万８，０００円の追加及び１９ページ、八

戸圏域海外販路拡大支援事業費負担金２５万１，０００円の追加

は、八戸圏域関連事業の参加負担金としてそれぞれ計上するもの

であります。 

 ２０ページをごらんください。 

 ８款２項２目道路橋りょう新設改良費の１５節町道舗装補修

工事費２，００８万８，０００円の減額は、国庫補助金決定額に

合わせ、また３目除雪対策費の１８節除雪用車両購入費３，００

０万円の減額は、国庫補助金不採択によりそれぞれ計上するもの

であります。 

 ２１ページをごらんください。 

 ９款１項１目非常備消防費の１９節八戸地域広域市町村圏事
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務組合消防費負担金２，１２３万２，０００円の減額、また同組

合公債費負担金１１５万６，０００円の増額は、当該組合負担金

額の変更に合わせて計上するものであります。 

 ２２ページをごらんください。 

 １０款２項３目学校建設費の１３節木ノ下小学校トイレ改修

工事監理委託料３０万円の減額、また２３ページ、１０款３項３

目学校建設費の１３節百石中学校講堂解体工事実施設計委託料

１０７万９，０００円の減額、また木ノ下中学校トイレ改修工事

監理委託料２８万６，０００円の減額は、それぞれ事業費の確定

によるものであります。 

 ２４ページをごらんください。 

 １０款５項２目体育施設費の１３節多目的ドーム建設工事実

施設計委託料３，５００万円の減額は、当該業務を２カ年で実施

することに伴い、今年度予定額に合わせ減額するものでありま

す。 

 ２５ページをごらんください。 

 １０款５項３目学校給食運営費の１９節町外通学児童生徒学

校給食費補助金１０７万３，０００円の追加は、来年１月から実

施予定の学校給食費無料化事業に向け、町外小中学校の在籍者貸

与分として計上するものであります。 

 １２款１項１目元金２３節町債償還元金１３５万７，０００円

の増額、２目の利子２３節町債償還利子８２２万９，０００円の

減額は、今年度支払い予定額の確定に伴うものであります。 

 以上が歳出の主なものであります。 

 次に、歳入の主な内容であります。 

 ページが戻りまして、３ページをごらんください。 

 １２款２項２目教育費負担金２節小学校給食費負担金１，６１

３万６，０００円の減額及び中学校給食費負担金９２９万３，０

００円の減額は、来年１月から実施予定の学校給食費無料化事業

により町内小中学校の在籍者対象分を減額計上するものであり

ます。 

 ４ページをごらんください。 

 １４款２項１目総務費国庫補助金２節社会保障・税番号システ

ム整備費補助金３２１万３，０００円は、社会保障・税番号制度

対応システム改修委託に対する国庫補助金として追加するほか、
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４目土木費国庫補助金１節町道舗装補修事業費補助金３，２０８

万８，０００円の減額、建設機械購入事業費補助金１，４６６万

６，０００円の減額は、それぞれ国庫補助金の決定内容に応じて

計上するものであります。 

 ７ページをごらんください。 

 １８款２項１目財政調整基金繰入金３，２６２万６，０００円

の増額は、１２月補正予算の歳入歳出財源調整により計上するも

のであります。 

 ２１款１項町債であります。 

 ２目土木債の町道舗装補修事業債１，９４０万円の減額は、国

庫補助額決定に伴う事業費変更により、また８ページ、４目教育

債の多目的ドーム建設事業債３，３３０万円の減額は、当該事業

の実施設計業務を２カ年で実施することに伴い、今年度の起債充

当予定額に調整するものであります。 

 以上が歳入の主なものであります。 

 ページが後ろのほうに飛びます。２７ページから３０ページに

なります。 

 給与費明細書は、特別職及び一般職の給料及び手当等の変更に

ついて示したものであります。 

 ３１ページをごらんください。 

 継続費に関する調書であります。 

 こちらは、継続費設定に伴い、その内容を反映させたものであ

ります。 

 ３３ページ、３４ページをごらんください。 

 地方債に関する調書は、地方債補正に伴いその内容を反映させ

たものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち、歳入全款についての

質疑を行います。質疑は事項別明細書により行います。 

 それでは、一般会計補正予算（第３号）に関する説明書３ペー

ジから８ページの質疑を受け付けます。質疑ございませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 
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質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 何点かお伺いいたします。 

 まず、４ページの１４款国庫補助金４目の土木費の補助金で、

町道舗装の事業費と、それから建設機械購入補助金が減額になっ

ていますけれども、さっきの説明ですと補助金額の決定というふ

うな説明だったんですけれども、これは減額されて決定になった

のか、丸々不採択になったのか、ここの内容について説明をいた

だきたいと思います。あわせて、町債のほうもそれで変更になっ

ていると思いますけれども、まずこの１点お願いします。 

 

 西館議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 ご質問にお答えいたします。 

 ４ページの町道舗装補修事業費補助金につきましては、１０月

に県のほうに要望いたしまして、３月末に内示をいただいた上で

補助金額が決定することになりますが、その際に、この事業につ

きましては減額されたということでご理解いただきたいと思い

ます。 

 また、建設機械購入事業費補助金につきましては、要望しまし

たが不採択ということでゼロということになっております。これ

に伴いまして、先ほど議員のほうもおっしゃっておりました地方

債等につきましては、あわせた形で減額等を行っております。 

 以上になります。 

 

 西館議長  ６番、平野議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 補助金のほうについては減額になったというふうなことで、あ

と建設機械の補助金が不採択というふうなのは、これはどういう

ふうな意味ですか。既存の機械があってだめなのか、この不採択

の理由というのはわかりますか。 

 

 西館議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 １０月時点の要望段階では採択される見込みというふうに考

えておりましたが、実際３月末の時点で補助事業として不採択と

いうことになりました。 
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 ただし、今後につきましては、事前の６月、前段階での要望等

で必要性を訴えながら、３１年度にはまた同様に補助申請という

ことで、要望のほうは上げていきたいというふうに思っておりま

す。 

 ただし、全額つくかどうかということはまだ見通しのほうは確

定できるものではありませんので、ある程度補助を受けた上で、

建設機械のほうについても順次更新していきたいというふうに

考えております。 

 以上になります。 

 

 西館議長  よろしいですか。 

 ３ページから８ページまで、ほかにありませんか。 

 １４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 民生費の負担金の保育料なんですけれども、これ全保育園が認

定こども園に移行したわけで、各保育園で保育料を徴収すること

になっております。当保育園でも１１月までは１００％徴収して

おります。この保育料というのは何なのか、ちょっとお伺いした

いと思います。 

 課長、もし、参考までに、他の保育園の１２だかって保育園が

存在しているんですけれども、もし徴収状況が大体わかりました

ら教えてください。わからなければ結構でございます。 

 それからもう一点は、平野議員が質問していましてけれども、

建設機械が不採択になったということで、その結果、今年度重機

何台で稼働するのか。去年よりふえているのか、減っているのか

教えてください。 

 

 西館議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤田常男君） 

 だたいまの質問にお答えいたします。 

 保育料については、松林議員ご指摘のとおりですね、町内の保

育園については全て全施設認定こども園になっていますので、各

施設のほうで徴収しているということでございますが、広域入所

のほうで保育所がまだございますので、そちらのほうの徴収につ

きましては、町が今後も続けて徴収していくということになりま
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す。それから、各施設の徴収状況ですが、ちょっと今手元にござ

いませんので、申しわけございません。よろしくお願いします。 

 

 西館議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 平成３０年度の除雪業者の委託社数ですけれども、現在昨年度

と同様の２６社ということで契約のほう行っております。 

 また、業者のほうの機械の借り上げですけれども、こちらにつ

きましては４８台、昨年度並みとなっております。 

 また、先ほどの機械の購入に充てておりました直営でショベル

等の運転業務をする台数等につきましては、１人で２台とか動か

す場合もありますけれども４台。それと町で持っているショベ

ル、グレーダーの貸し付けということで２台貸し付けしておりま

すので、合計でいいますと、４８足す４足す２ということで、全

部で５４台で実施することになります。大体昨年度並みというこ

とで考えていただければと思います。 

 

 西館議長  １４番、松林議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 保育料の件ですけれども、町で徴収するとどうしても滞納がふ

えてくると思います。保育園で徴収すると約９９％ぐらいは徴収

すると、こう思います。毎年監査委員に指摘されております保育

料の未納も、３０年度は減額、ほとんどないのかなと思っており

ます。そこで、この広域入所は町で徴収するというふうな答弁で

ありますけれども、この広域入所で現在滞納、未納が、何カ月か

の滞納があるのか、ないのか。もう全部、全世帯が完納していま

すよということなのか、教えてください。 

 それから、これから冬のシーズン、地域整備課の職員には大変

ご苦労をなさると思いますけれども頑張ってもらいたいと思い

ます。 

 ６日の大雪、ことしは早かったですよ、除雪機械ですね。いつ

も昼ごろ来るのが、うちの保育園の前ももう３時ごろ来て、ああ、

きょう雪が降ったなと思って私も早く起きましたけれども、こと

しもこういうふうな状況でスピーディーに除雪作業をしてくれ

ることをお願いを申し上げたいと思います。答弁はいいです。 
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 西館議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤田常男君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 広域にかかわる入所ということで、広域の中でも認定こども園

あるいは保育所ございます。広域の認定こども園に入所している

子供につきましては、その施設で徴収することになるかと思いま

すが、広域入所の保育所の部分は町が徴収するということになり

ます。現在未納があるかということでございますが、若干おくれ

ぎみの方が何件かございますけれども、今のところ、何とか１０

０に目標は掲げていますけれども、限りなく１００に近い形で推

移しているかと思います。 

 以上でございます。 

 

 西館議長  ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、 山 忠議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 山です。 

 ちょっと教えてほしいんですけれども、６ページの１６款財産

収入ということなんですが、不動産売払収入のこれはどこの土地

をこういうふうなあれをしたのかどうかと、それからもう一つは

ですね、せっかく勉強させてもらいましたので、財政調整基金、

７ページですね、補正額として３，２６２万６，０００円が補正

になっていますけれども、当初予算では５億のそれになっていた

と思いますけれども、現在補正して４億三百幾らになっています

けれども、あと残るのは九千幾ら残ると思うんですが、これはそ

ういうふうに勘定していいんですか、それとも、それはその都度

必要となればそれを、何ていうかな、補正していくというふうな

ことなんでしょうか。 

 

 西館議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 それではお答えいたします。 

 ６ページの土地建物売払収入１９万９，０００円になります

が、こちらにつきましては、奥入瀬川地震高潮対策河川工事に伴
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う道路用地の売り払い収入になります。 

 場所につきましては、新田ということで字になりますが川口地

区ですね、こちらのほうになります。 

 土地につきましては、２筆で面積が８６．４８、１３４．７６

ということで、合計で２２１．２４平米のほうを県に対して売り

払いしております。 

 今回は河川工事ということでこういうふうな形の売り払いと

いうことが発生いたしますが、道路と県道等の整備の場合につい

ては、売り払いということでは県のほうは対応していないという

ことで、河川工事だけに係るものというふうに解釈していただけ

ればと思います。 

 以上になります。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 ７ページの財政調整基金の関係でお答えいたします。 

 財政調整基金の運用につきましては、昨日の一般質問の中でも

お答えしておりました。当初予算において、財源不足を財政調整

基金から数億単位で取り崩しいたしまして、年度後半の補正にお

いて戻していくというような形になります。 

 今年度に置きかえていいますと、当初予算で５億円、財政調整

基金のほうから繰り入れしてございます。その後、９月補正で地

方交付税等の増額の補正によりまして大幅に戻し入れしており

まして、その額が７ページの補正前の額３億７，０００万まで戻

っております。繰り返しますが、当初５億だったものが３億７，

０００万まで戻っております。それを今回１２月補正で財源不足

の分を３，２６２万６，０００円また崩しましたので、１２月補

正現在で４億３０５万円になります。済みません。ということに

なります。 

 今後の予定でありますが、例年３月補正とそれから３月３１日

の補正で、事業費の確定等々に伴いまして戻し入れがかなりあり

ます。例年２億から３億ぐらいありますので、一応財政側ではあ

と３億ぐらいは戻るのかなというふうに思ってございますので、

最終的には、当初５億だったものが４億ぐらいまでには戻るのか

なというふうに思ってございます。 
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 以上です。 

 

 西館議長  よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

 次に、歳出全款についての質疑を受けます。 

 第１款議会費から第５款労働費までについての質疑を受けま

す。 

 説明書９ページから１７ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、平野議員。 

 ９ページから１７ページです。労働費まで、議会費から労働費

までです。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 それでは質問させていただきます。 

 まずは第１点目は、１０ページの総務費の４目財産管理費の公

共施設基金積立金１，００１万９，０００円、これはトータル的

に最終的にどのぐらいの額になっていくのかですね、ちょっと金

額を教えていただきたいと思います。 

 それから、１６ページの予防費のところでちょっと教えていた

だきたいんですけれども、町で実施しております検査の中で、検

診、その中で精密検査を受診を促しているのに対してどのぐらい

の受診して結果がどういうふうな形になっているのか。この前の

新聞に出ていますけれども、周辺市町村に対しては格差があると

いうふうなデータが載っております。当町ではどういうふうな形

で精密検査の受診した把握をしているのか、この点について教え

ていただきたいと思います。 

 この２点です。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 １０ページの公共施設整備基金積立金の件で答弁いたします。 

 まず、公共施設整備基金の関係でありますが、積み立て等の内

容としましては大きく２つがあります。 

 １つは、町が抱えている公共施設の将来的な整備に向けた基金
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であります。こちらのほうは将来に向けた準備基金ということで

毎年度財源が確保できれば１億円ずつ積み立ててきてございま

す。 

 もう一つが、県の核燃税物質等交付金を町の基金に一旦積み立

てをして、それを取り崩して次年度以降いろんな事業に充ててい

くという、この２つのやり方があります。 

 基金の残高の見込みでありますが、２９年度の決算において約

６億６，０００万ございます。この内訳は、先ほど２つの内容言

いましたが、その１点目、町の純粋な将来的な公共施設整備に向

けた準備基金としてそれが６億になります。 

 それ以外、県の核燃税交付金を充てている分が約六千数百万ご

ざいます。 

 よって、今回補正後の額が２，９００万ほどになっております

が、こちらのほうは純粋に県の核燃税物質等取扱税交付金の充当

分になりますので、この部分。 

 それから、この後、町の純粋な将来的な公共施設整備に向けた

準備基金、こちらのほうが年度末までに財源が確保できれば１億

円積み立てたいと考えてございます。 

 以上です。 

 

 西館議長  環境保健課長。 

 

答弁 環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。 

 検診の精密検査受診の状況でございますけれども、平成２９年

度の実績といたしましては、それぞれ胃がんあるいは大腸がん、

胸部肺がん、前立腺、乳がん、子宮がんと、それぞれがん検診ご

ざいますが、そのうち平均で８８．２％の方が精密検査を受診を

しております。 

 要精検者、精密検査を要するとされた方に対しましては、精密

検査受診していない方に対しましては、保健師のほうから精密検

査を受診するようにという勧奨を行って、このような数字となっ

ております。 

 以上でございます。 

 

 西館議長  ６番、平野議員。 
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質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 最初のほうの、積立金のほうの状況についてはわかりました。 

 核燃税のこの基金の積み立てをして財源にして充当している

んだというふうなことですけれども、この核燃税というのは町が

全て使えるものですか。これ、ほかの地域だと電気料とかいろん

なのに還元する、町民に還元しているところもあるように聞いて

いますけれども、この部分というのは１００％町がつかっていい

のですか。ここをちょっと確認したいと思います。 

 それから、精密検査受診の件については、非常に８８．８％も

なっているということですけれども、実際に要検査になって、私

の年代ですと多分男女比率からいったらですね、要検査を受けな

いのが男が半分以上あるんではないかと思うんですけれども、こ

の比率がわかりますか。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 １点目の県の核燃料物質等取扱税交付金の関係でお答えいた

します。 

 実は、電源関係の県からの交付金は２種類ございます。 

 １つが電源立地地域対策交付金なるものでございます。こちら

のほうは、先ほど平野議員がおっしゃったように家庭で使う電気

料に還元されたりとか、そちらのほうの絡みがこの電源立地対策

交付金でございます。ちなみに、こちらのほうは町に交付される

のは例年１億数千万でございます。 

 もう一つが、今回この公共施設整備基金の積み立てに絡んでお

りますが、核燃料物質等取扱税交付金です。こちらのほうも例年

１億数千万ほど来てございます。 

 両方とも何に充当するか、財源の使途につきましてはあらかじ

め県と協議をして、もらったものは全て使うようにしてございま

す。その年度において全て事業充当するものもあれば、県の核燃

料物質等取扱税交付金については、一度この公共施設整備基金の

ほうに積み立てをして、次年度以降取り崩ししてさまざまな事業

に充てるなど、そういったことをしてございます。 

 以上です。 

 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５７－ 

 西館議長  環境保健課長。 

 

答弁 環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。 

 大変申しわけございません。手元に男女比の比較をしたような

資料がございませんので、大変申しわけございませんが、今のと

ころちょっと把握できておりません。 

 以上です。 

 

 西館議長  ６番、平野議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 課長のちょっと確認、さっき説明の中で電源立地交付金につい

ては一般家庭へのほうが受けられるような話なんですが、これは

県と協議して、いや、町で使いますよというふうなことで決めて

いるんですか、ここのところ。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 電源立地対策交付金の関係でお答えいしたします。 

 先ほどから平野議員がおっしゃっているものは、この電源立地

対策交付金の中の原子力給付金というものでございまして、その

使い方については各市町村でそれぞれ使い方が違ってございま

す。当町の場合は、行政と、それから企業、家庭でちょうど２分

の１ずつ使うように、配当されるようにしているものでございま

す。市町村によっては全額市町村のほうで受け取っているところ

もございます。繰り返しますが、当町におきましては、半分を自

治体で受け取って、残りの半分を家庭と各企業のほうに配分して

いる形で運用してございます。 

 以上です。 

 

 西館議長  ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、 山 忠議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 山です。 

 １４ページなんですが、民生費の中の２目ですが、身体障害者

装具給付費ということで二百何万ということになっていますが、
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これは何に使うものなんですか。それでこれを利用している児童

が何人ぐらいいるものなんですか。 

 

 西館議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 お答えいたします。 

 身体障害児補装具給付費ということで、１８歳未満の障害児の

方の補装具になりますが、補装具というのがですね、例を挙げま

すと、体幹の機能が悪くて座れない子供たちなんかですと、座位

保持装置というふうな形でその子に合った座るための椅子と言

ったらいいんでしょうか、そういうふうなものを特別につくって

給付するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 失礼しました。 

 今回の補正においては、１４件を予定しております。 

 以上です。 

 

 西館議長  ７番、 山議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。 

 この児童の人たちは、教育を受ける場合のそれらはどういうふ

うに、ごく普通の教育を受けるような形をとっているんですか。 

 

 西館議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 教育ということですけれども、小学校、中学校にあってはです

ね、養護学校等利用する方もおりますし、特殊支援学級で障害が

軽度の場合は普通の学校で教育を受ける、また養護学校ですと、

肢体不自由ですと、ここら辺だと八戸の第一養護学校等に入学し

て教育を受けることになります。 

 以上です。 

 

 西館議長  ７番、 山議員。 

 

質疑 ７番  今の金額を使った方は１４件ですか。全体、おいらせ町の中で
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（ 山 忠君） 全体にそういうふうな、何ですかね、障害のある子供というのは

何人ぐらいいますか。わからなければ後でもいいです。 

 

 西館議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 今の現状でいいますと、１８歳未満の児童については、現在１

９名おります。 

 以上です。 

 

 西館議長  １番、澤上 勝議員。 

 

質疑 １番 

（澤上 勝君） 

 先ほどの平野さんの質問の中と重複するんですけれども、２款

の４項財産管理費の中の積み立て千何ぼ今したわけですけれど

も、これを先ほどから課長さんの説明を聞いていると、基金の残

高状況の資料ここにあるんですけれども、公共施設整備基金の中

に含まれるという多分解釈だと思うんですけれども。使い方が町

と何だかということで２種類になっているという、多分今説明だ

ったと思うんですけれども、それをもう一度説明をしていただき

たいし、今の流れからいくと、公共施設整備基金の中で振り分け

をしているので、これは明白に一般の方が見ても、我々が見ても

わかるようにですね、やはり２段階にするなりしないとわからな

いような気がします、私はね。１つの財産として残高見るに。 

 それから、もう一つ、このついでにでは何ですけれども、前に

プールの４億円がいきなりという表現がいいのか悪いのかわか

らないけれども、合併債を使うのを途中から切りかえをして現年

のお金を使ったはずでありますから、その収入とまたこれは違う

という解釈になるのか、その辺を申しわけないんですけれども、

わかりやすく説明していただきたい。 

 あともう一点は、４款の２項、１６ページですね、浄化槽の設

置整備費補助金が今追加で四百何万、多分トータルで三千三百何

万になっていると思うんですけれども、これの件数をもしわかっ

たら教えていただきたい。そしてこれは３月の分までの一応見込

みという解釈でよろしいのか。あとは前年度と比較してどのぐら

いの差があるのか。その２点。 
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 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 まず、１０ページの公共施設整備基金積立金のことでご説明い

たします。 

 こちらのほうは、先ほど平野議員のご質問でもお答えいたしま

したとおり、この基金の中身としては２つあります。 

 １つ目が、町の公共施設を将来的に改修整備等行うための準備

資金として毎年度財源が確保できれば１億円を目標に積み立て

しているものでございます。この分は、２９年度末で６億円たま

ってきてございます。 

 もう一つ、基金の内訳としまして、先ほどもご説明いたしまし

たが、県の核燃料等物質税交付金の中から県と協議いたしまし

て、町のいろんな公共施設の整備に充てる分を毎年数千万ずつ積

み立てして次年度以降の事業に充当しているものでございます。 

 もう一点、町民プールの財源のことのご説明になります。 

 こちらのほうは、平成２９年度の県の交付金である電源立地地

域対策交付金の中から３億４，０００万ほど充当していることに

なります。こちらのほうは、核燃料施設の１つであるＭＯＸ燃料

加工施設分ということでその分を毎年来るものじゃなくて、それ

はもう１回だけ交付されるものでありますので、その分がちょう

ど３億数千万、県から町のほうに交付されるということでありま

したので、その分をプール建設事業のほうに充当したというもの

でございます。 

 以上です。 

 

 西館議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤田 誠君） 

 浄化槽の補助金の関係になりますが、１０月２５日現在で、今

年度につきましては、一般住宅用が４３基、その他ということで

事業所が３基で、４６件の申請がありました。 

 それ以降、それ以前も含めまして、相談等が多数ありましたの

で、今年度末までの見込みとして考えますと、今回補正しました

一般住宅として５３件程度、あとは事業所として３件程度という

ふうに見込んでおります。 

 ２９年度の実績になりますが、一般住宅としまして４３件、事
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業所として３件。参考までに、２８年度は、一般住宅で５２件、

事業として３件の５５件の申請があります。 

 以上になります。 

 

 西館議長  １番、澤上 勝議員。 

 

質疑 １番 

（澤上 勝君） 

 もう一度確認しますけれども、公共施設整備基金の中の町と、

もう一つ、両方、同じ意味のように聞こえるんだけれども、使い

道が違うという意味なのかが一応１つ。 

 それから、ＭＯＸ燃料の収入源はないという解釈で１つはいい

のか、これからね、２９年度でまあ１回使った。それ以降のＭＯ

Ｘ何だかというのは収入としてはないという理解でいいのか。い

いですか。 

 あと、浄化槽の関係ですけれども、定住促進の実績を見ると、

今２０件ということでありますから、しっかりこれは減りはしな

いと思うんですけれども、その辺はある程度同じバランスもとれ

るような気がするんですけれども、その辺、専門的な方々から回

答いただきたい。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 電源関係のお金で二三ご質問がありましたのでお答えいたし

ます。 

 まず、ＭＯＸ燃料加工施設対応分は１回だけの交付になりま

す。先ほども説明しましたが１回だけ、２９年度１回のみでござ

います。 

 それから、電源関係の交付金がいろいろちょっと種類がありま

して錯綜している部分もあると思いますので、ちょっと整理して

ご説明いたします。 

 先ほども平野議員のときもご説明いたしましたが、まず町に入

るものとしては２つあります。 

 まず１つが、電源立地地域対策交付金であります。こちらのほ

うは電源三法に基づく、法律に基づく交付金でありまして、こち

らも例年、毎年大体１億数千万ほど来ているものであります。そ

れが、昨年度はＭＯＸ燃料加工施設分もこの電源交付金の中に含
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まれますので４億７，０００万ぐらい来ていますが、例年ですと

１億２，０００万ぐらいでございます。 

 先ほど一般家庭の原子力給付金と、あと町のほうの半分ずつ使

うとかというお話は、実はこの電源立地対策交付金の枠組みの中

での交付になります。この電源立地対策交付金の中の原子力給付

金絡みは、町で半分、それから一般家庭と企業のほうで半分とい

う配分の仕方をしているものであります。 

 もう一つの大きな電源関係の交付金が、県の核燃料物質等取扱

税交付金であります。これは県税、県で集めた税金の中から核燃

料施設の周辺の市町村に対して交付されるもので、こちらのほう

も町のほうで例年大体１億２，０００万ぐらいずつ来ているもの

であります。こちらのほうは毎年度県と協議をして、充てる事業

も相談しながら、直接その年度終わる事業に充てるものもあれ

ば、公共施設整備基金のほうに一旦積み立てをして次年度以降取

り崩して使うと、そのような使い方をしているものであります。 

 以上です。 

 

 西館議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 ご質問にありました定住促進という部分ではちょっと、どの程

度寄与しているものかちょっとわからないんですけれども、大体

申請者等の名前を見ると町外等から来ている人が多いのかなと

いうふうには感じております。 

 ちなみに、これにつきましては、この補助事業につきましては、

公共下水道、農業集落排水事業等の下水道施設を利用できない

方々への負担軽減を図るという意味で、平成２４年度に補助額の

ほう見直ししまして、大体一般家庭であれば国が定める補助基本

額の３分の２程度ということで、６割程度補助するような形をと

っております。 

 先ほど近年の実績を申しましたが、２５年度以降で一般住宅だ

け申しますと、２５年度３９件、２６年度４４件、２７年度４６

件という形で大体おおむね北部地域の方がほとんどの利用にな

るかと思いますけれども、こういった形での定住対策の一環とし

ては役割を担っているものかと思っております。 

 以上になります。 
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 西館議長  １番、澤上議員。 

 

質疑 １番 

（澤上 勝君） 

 のみ込み悪いからもう一度確認します。 

 公共施設整備基金というのは、中身の使い方は１本だという解

釈で理解していいのかな、今聞いていれば。使い方で。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 公共施設整備基金の使い方についてお答えをいたします。 

 まず公共施設整備基金については、先ほど来ご説明していると

おり、大きく分けると２口あります。 

 その２口というのは、１口目は、町のもともとある公共施設を

将来に向かって施設整備するための貯金ですね。こちらのほうは

６億あります。こちらのほうは何に充当するかは現時点では決ま

ってございませんが、将来的に想定されるものとして統合庁舎等

が今時点で考えられるものでございます。 

 また基金の話に戻りますが、２口目が、県の核燃料物質等取扱

税交付金を積み立てしたものでございます。こちらのほうは県と

毎年度どの事業に充てるかというものを決めております。基金に

一旦積み立てした後、次年度取り崩して充てる事業も決めてござ

います。ちなみに昨年度におきましては、木内々小学校の屋外環

境の整備工事であったり、過年度におきましては下田公園の木道

の工事であったり、それから今年度におきましても木内々小学校

の屋内環境整備工事等々に充てることで考えております。そのほ

かにも給食センターの整備に伴いまして、単独調理校ですね、下

田地区の小中学校の単独調理室ですね、そこの改修をしたりと

か、そういったふうに充てているものであります。 

 以上です。 

 

 西館議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、第１款から第５款までについての質疑を終わりま

す。 
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 西館議長  ここで、１５分間、２時４０分まで休憩します。 

  （休憩 午後 ２時２４分） 

 西館議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午後 ２時３９分） 

 西館議長  第６款農林水産費から第１２款公債費までについての質疑を

受けます。 

 説明書１７ページから２５ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、澤上 訓議員。 

 

質疑 ２番 

（澤上 訓君） 

 ２番、澤上です。私からは１点だけです。 

 ２０ページの除雪の関係なんですけれども、実は先般の雪、今

ごろの時期にしては非常に重い雪でございました。私は近所が消

防団の緊急車両、消防車が出入りする車庫のところをやはり地域

の一員としてボランティアで片づけたいというようなことで意

気込んで行ったんですが、非常に重くてですね、塊が、除雪した

後の塊がどんどんどんと残っていたんですよ。いや、この公共施

設のこういう緊急車両の出入りするところはちょっと面倒でも

バックしてもう一回ちょっとその車の出るところを寄せてもら

えないものかな。それ以外のものはまず我々もボランティアでそ

のまま雪片づけはしてもいいなとは考えているんですけれども、

その辺のところはどういうものでしょうか。 

 

 西館議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 公共施設、消防関係ということでですね、業者のほう張りつけ

しまして、道路が終わった後にそちらのほうに作業入るというこ

とは、業者のほうには指示しております。各分団等の屯所につい

ては、特に今まで指示等はしておりませんでしたが、防災課のほ

うと必要に応じてですね、協議なりしながら対応のほうは考える

必要があるのかなというふうには思っております。 

 以上になります。 

 

 西館議長  まちづくり防災課長。 
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答弁 まちづくり防災課長 

（三村俊介君） 

 消防の関係ちょっとつけ加えさせていただきますけれども、こ

ういった大雪の場合は、消防団のほうでも自主的に屯所のほうに

行って除雪等対応しているかと思います。改めて今ご意見ありま

したので、団のほうにも、こういう場合は除雪するようにという

ふうなことで伝えたいと思っております。 

 

 西館議長 

 

 ２番、澤上 訓議員。 

質疑 ２番 

（澤上 訓君） 

 平日でございましたので、消防団の方々もやっぱりそれぞれ仕

事に向かわれるんで、誰もそこの雪片づけはする人はないんです

よ。ですから、我々も本町地区、ずっとここのところ火事はない

んですけれども、いざ何かあったときにやはりスムーズに出ても

らって予防するなり、消火活動するなり、そういったことをやは

り常日ごろ頭の中で皆そう思っているんですけれども、なかなか

雪片づけということになるとですね、本当に末永くボランティア

を進めていくのであれば、やはりああいう重たいのを緊急車両の

ところだけでもちょっと、５秒か６秒バックして、またぐっと寄

せてくればそれで終わるだけの話ですので、私も気持ちよくボラ

ンティアをしたいなというふうな思いでもおりますので、やはり

二、三日腰に相当負担がかかりまして、さすがの運動している私

もきつかったです。その辺ところもどうか考慮してもらって、よ

その消防団のほうもきっとそういうところがあると思いますの

で、ちょっとだけの心遣いでいいと思いますからよろしくお願い

したいと思います。 

 

 西館議長  答弁求めますか。（「いや、あ、じゃあお願いします」の声あり） 

 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（三村俊介君） 

 要望のとおり承りまして、これから幹部会議等も、これから出

初め式に向けてありますので、その際にでも申し伝えるようにし

たいと思います。 

 

 西館議長  ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、 山 忠議員。 
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質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 ７番。 

 １９ページはいいですよね。１９ページの商工費なんですが、

このところにですね、八戸圏域海外販路拡大支援事業費負担金と

いうふうになっていますけれども、これはどこへ誰が行ったやつ

なんでしょうか。どのような目的で行ったのか。それを教えてく

ださい。 

 

 西館議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（久保田優治君） 

 お答えします。 

 八戸圏域の海外販路拡大支援事業費補助金ということでです

ね、八戸連携中枢都市圏でやっている事業に圏域の事業者が参加

した場合、２分の１の額以内で補助するものなんですが、今回は

この事業でいくと民間の、今回はジェトロさんですね、日本貿易

振興機構、通称ジェトロというところが主催するフランスのリヨ

ンというところでやるジャパンパビリオンというところに、当町

の、固有名詞言うとまずいので、青果物の加工会社ということで

ご理解いただければと思うんですが、そちらのほうが１月の、年

明けて２０１９年１月２６から３０日の間で行われるジャパン

パビリオンのほうに出店したいということで、八戸市を介して申

し込みをしたものに対して我が町からの事業者だということで

２分の１を助成する額でございます。 

 以上です。 

 

 西館議長  ７番、 山議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 前に新聞、去年でしたか、新聞に出ていたんですけれども、ベ

トナムだかどこかにも行った経緯がありますね。それとはまた別

なそれということなんですか。毎年こういうふうな形のそれが出

てくるというふうなことでもないわけですか。 

 

 西館議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（久保田優治君） 

 お答えします。 

 前に行っていますアセアン地区、ことしでいうとアセアン地
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区、昨年度まではベトナムへの販路拡大事業ということで、八戸

圏域が主催しまして、県とタイアップしてやってきた事業でござ

いまして、そちらのほうは同じこの連携中枢都市圏の販路拡大事

業ではありますが、負担金事業としては別途扱いになりまして別

の事業という形になりまして、今回のこの販路拡大事業につきま

しては、１事業者１回しか１年度で使えないと。しかも３年以内

に使うと優先順位が下がっていくというもので、今回参加する事

業者につきましては、この事業を利用して海外に行くの自体は初

めてだったので優先的に当たりまして、もう一社、酒造メーカー

も申し込んではいたんですが、そちらのほうは前に出店したこと

あるということで今回は次点扱いになっております。 

 以上でございます。 

 

 西館議長  ７番、 山議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 いいことであって、前向きに取り組んでいるということだろう

と思いますけれども、ただ、一応助成しているから、今行ったそ

の成果がどうであったかというようなのをですね、やっぱり私ら

にも知らせる機会を設けていただければなと思いますけれども。 

 

 西館議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（久保田優治君） 

 検証のほうですけれども、八戸の圏域のほうで事業がある程度

終わりますと報告があるかと思うので、そちらのほうは、これは

町のブランド推進協議会に加入している事業さんを対象に我が

町では今は行っていますので、ブランド推進協議会のほうに報告

する形で、効果検証のほうは報告したいなと思っています。 

 議会のほうに対しては、直接ないんですが、決算書のほうでも

しつくる機会があればご報告できればなと思っています。 

 以上です。 

 

 西館議長  ほかに質疑ございませんか。 

 １番、澤上 勝議員。 

 

質疑 １番  １点。１９ページ、７款商工費の１項商工費の中のですね、県
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（澤上 勝君） の特別保証融資保証料補助金でありますけれども、補正を加える

と昨年より１００万円ぐらい多くなっているはずでありますか

ら、景気がよくて借り入れが多くなったという解釈でいいのか、

その点。 

 

 西館議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（久保田優治君） 

 お答えします。 

 澤上議員のおっしゃるとおりでございまして、本年の４月から

１０月の融資実績に基づきまして算定しておりましたら、昨年度

比で１７９％、７９％の伸びがございましたので、急きょ予算の

範囲内での保証という形で進めていますので、保証額を１．７９

倍とりまして、当初見込んでいた額よりも今回の補正分追加して

２０３万７，０００円にするものです。 

 以上です。 

 

 西館議長  よろしいですか。ほかにありませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ６番。 

 私は商工費のところで、今月の１５日婚活事業が予定されてあ

りますけれども、たまたま先般、三沢の出会いを求め異性と交流

というふうにカップリングパーティーが開催されたというふう

な記事があります。これも移住定住を促す取り組みの一環として

三沢では位置づけをしているというふうなことですが、前回聞い

たときには、カップルの誕生とかそういうふうなのは答弁ができ

ないというふうなことでしたけれども、この記事見ますと、三沢

では最後に２組のカップルが成立し、いろんな意味で会場から応

援の声が上がったというふうなことで新聞に書いています。当町

のほうについては、これまで何回かやっていますけれども、こう

いうふうな結果報告というのは、ちょっと前回聞いていなかった

ので、いま一度もう一回お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、あと一点はですね、１０款４項社会教育費のところ

ですけれども、先般おいらせ町で県下小中学生将棋名人戦が開催

されました。新聞見ますと、小学生の部では１人、百石小女子が
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入賞して、２人だけです。ほかのほうからですね、たくさん参加

者がありまして、前に私が将棋のほうで質問したときに、将棋教

室が開催されて５０名近い方がいろんな形で教室に参加してい

るんだというふうなことですが、この大会の結果見たらですね、

ちょっとこう、たったこれだけかなというふうな感じを受けまし

たので、この辺についてもう一つ踏み込んだ内容で、県の大会は

何回かありますから、そういうふうな対応とか取り組み、これに

ついてお聞かせをいただきたいと思います。 

 それからもう一点はですね、この社会教育の中の図書館、私も

たまに利用しますけれども、今利用者が非常にふえているという

ようなことなんですね。一応八戸広域の枠の中で非常に利用しや

すくなってきているというふうなこともあって、図書館の利用者

がふえているというふうなことで喜ばしいことだなと思ってお

りますけれども、たまたま私の、あ、これがないかなと思って聞

いたら、適宜補充ができない、予算的に制約があってですね、な

かなか補充でないよというふうな話を聞きました。私はやはり四

半期ごとにその時代時代、その時期時期で補充できるような体制

が取れないのか、予算的にもうこれ以上どうにもならないのか、

その辺について２点お聞かせいただきたいと思います。 

 

 西館議長  ただいまの質問について、１点目、関連ですが、町直接間接的

に支援等していますので、答えられる範囲でいいですのでお願い

します。 

 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 婚活イベントの関係でございます。 

 実は、こちらのほうは２款の定住促進対策費の中で、企画財政

課所管で婚活イベント事業の実行委員会に助成金を出して、さま

ざまな婚活イベントを行っているものであります。 

 正直なところ、今年度も４回ないし５回ぐらいは開催していま

すが、その都度のカップルの成立のところは、細かいところまで

ここには数字は持ってきておりませんが、直近のカワヨグリーン

牧場でやった実績としましては、カップル成立５組があってござ

います。それから、昨年度もですね、年に４回ぐらいやっており

ますが、一桁でありますが１回当たり少ないときで３組、多いと
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きで７組ぐらいカップル成立はしております。 

 以上であります。 

 

 西館議長  社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長 

（田中貴重君） 

 それでは、先般行われた青森県下小中学生の将棋名人戦の結果

からお答えしたいというふうに思っております。 

 これは先般１１月下旬に行われたわけで、大体全体で６６名の

参加がありました。その中で平野議員がおっしゃったとおり、入

賞者がＢクラスで１人、たしか女子の部と女子の初心者の部で入

賞者がいたというふうなことで、私も覚えておるんですが、実は、

将棋教室を行って、その中での小学生への奨励というような形

で、県下小中学生を３５回ほど行ってきたわけなんですが、今回

確かに成績は余り芳しくなかったと私も思っております。将棋教

室の中では、現在、棋道指導員と普及指導員、それと王将館の将

棋ができる先生で将棋教室を実施しております。ただ、ご存じの

とおり、最近の将棋ブームで将棋教室も昨年登録者数が１１０名

ありましたけれども、ことし１６０名にふえて、今の指導体制の

中では少し追いつかないなというふうなところがございますの

で、先般１０月から青森支部の方々と別にですね、平日子供たち

を対象に将棋を教えているところでございます。その中で今後将

棋の普及と将棋のレベルアップを図ってまいりたいと言うふう

に考えております。 

 次に、図書館の利用者がふえているというふうなことでござい

ますけれども、確かに平成２９年１２月１日から圏域の８市町村

で図書館利用できるようになりました。これまでは青森県共通利

用券とあとその本人の身分証明書が必要でございましたけれど

も、昨年の１２月１日からは共通利用券はなくても他市町村の住

民が図書館のカードをつくって利用できるというふうなことで

八戸市の北部、要は多賀台とか浜市川とか、そういうふうな方々

がですね、非常に利用がふえているというふうなことで利用者

数、貸し出し数がふえているというふうなことでございます。 

 次に、予算の関係というか、図書館のほうのことでございます

けれども、現在町では１５０万円の予算の中で本の選奨をしてお

ります。内訳は、１３０万が本、そのほか２０万円がＡＶ関係の
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資料というふうなことで、ここ２９年から当時１００万であった

ものを５０万増額して１５０万で資料を購入しているというふ

うなことでございます。町民のニーズに応えるというふうなこと

と、あと社会情勢に合った本を購入するというふうなことは重要

であります。ただ、予算の制約がございますので、現在住民が納

得できる、利用者が納得できるというふうな状況ではございませ

んけれども、青森県県立図書館の本を年間４，０００冊相互貸借

で借りてきたり、あとは近隣の市町村、相互貸借で本を、ないも

のを取り寄せてお貸ししたりというふうなこともできますので、

予算の関係もございますので、そういう形で今対応しているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

 西館議長  ６番、平野議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 婚活については、三沢のほうは商工会青年部が主催しているも

のですから、私は当町も商工のほうでかかわりがあるのかなとい

うふうなことで質問しました。 

 実際に４回ぐらい開催をして、その後の追跡の部分というのは

余りしっかり町のほうに把握していないなというふうなことで

あれば結構です。 

 あと、将棋のほうについては、非常に人数がふえてきて指導体

制、そういうふうなものが大変だなというふうな思いがありま

す。ぜひ子供たちが今いろんな意味でブームとして来ているわけ

ですから、夢をつなぐためにはやはり今課長言ったように県の将

棋連盟とかさまざまなスタッフを依頼をして、ぜひ今受けている

１６０名のいろんな思いを実現できるような指導体制をつくっ

ていただきたいと思います。 

 それとあと、図書館のほうの利用についてはですね、年間１５

０万で本代が１３０万、今大体１冊新しい新刊出ますと千五、六

百円の本、いいのですと２，０００円以上もするわけで、専門的

な部分になればもっと額になるわけですよ。こうなりますと、私

は町長にお願いしたいんですけれども、町長が公約に掲げている

部分からいったらですね、この図書費というのは私はパーセンテ

ージにすれば０．０何ぼしかないので、もうちょっと増額して、
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いろんな意味で他の地区から来てもおいらせ町は違うなという

ふうな部分で定住促進につなげていくというふうな部分もある

かと思いますが、町長、この辺どう思います。 

 

 西館議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 先ほど来、きのうから言っている財政の窮屈さもありますの

で、もし予算配分できるんであれば配分したいと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

 西館議長  将棋の部分はよろしいですか。 

 社会教育・体育課長． 

 

答弁 社会教育・体育課長 

（田中貴重君） 

 私も青森おいらせ将棋支部に入っておりますので、私自身こ

こ、指導している状況であります。そういうふうな事情をわかっ

ておりますので、できるだけ仲間の輪をふやして、指導体制を強

化して、できるだけ子供の夢をつなぐようにしたいというふうに

考えております。平野議員の温かいお励まし、ありがとうござい

ました。 

 以上です。 

 

 西館議長  平野議員、よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

 １４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 私今どこかで、どこで質問しようかと思って迷っていましたけ

れども、たまたま平野議員が２款で質問をすべきことを今ここで

質問を、議長が許可しましたので、私も自信持って今質問したい

と思います。 

 おいらせ町にパチンコ屋さんが３店舗ありますよね。旧下田に

旧百石。このパチンコ店のメリット、例えば収入、たばこ消費税

は恐らく本社のほうに行くのかな。私全然わかりませんので、こ

の３店舗で税金がどのくらい入ってくるのか。町のメリットがど

ういうふうなものがあるのか教えてください。どこで質問してい
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いのかわかりません。議長、いいでしょう。 

 

 西館議長  大変でしょうけれども、ひとつよろしく。 

 税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（福田輝雄君） 

 わかる範囲で、大変申し訳ないんですけれどもお答えさせてい

ただきたいと思います。 

 パチンコ店に関しましては、そこの敷地にある建物に対する固

定資産税と、あとパチンコ店にはそれぞれの機種がありますの

で、機種ごとに償却資産税という形で収入、固定資産税に含まれ

た形で入ってくる形になっております。 

 あと、たばこにつきましても、パチンコ店の中でですね、それ

ぞれの店舗で置いているものに対しての税金も入ってくる形に

なっております。 

 それぞれ３店舗でどのくらいかというとちょっと今個別の資

料ないのでお話しすることできないんですけれども、そういう形

で主に固定資産税を中心とした形で町のほうには税収として入

ってきているところになっております。 

 以上です。 

 

 西館議長  松林議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光議員） 

 いや、初めてわかりました。 

 たばこ消費税も店で買えば、何か、たばこ消費税が入ってくる。

それから機種の税金も入って、あと固定資産税は当然入ってくる

と思いますけれども。 

 わかりました。後で結構です。いつでも結構ですから、どのく

らい、年間おいらせ町に入ってくるのか、後で教えてください。 

 以上です。 

 

 西館議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、第６款から第１２款までについての質疑を終わり

ます。 

 以上で、歳出全款についての質疑を終わります。 
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 次に、給与費明細書についての質疑を受けます。 

 説明書２７ページから３０ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

 次に、第２表継続費及び継続費に関する調書についての質疑を

受けます。 

 議案書８３ページ及び一般会計補正予算に案する説明書３１

ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、第２表及び継続費に関する調書についての質問を

終わります。 

 次に、第３表地方債補正及び地方債に関する調書についての質

疑を受けます。 

 議案書８４ページ及び一般会計補正予算に案する説明書３３

ページから３４ページになります。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、第３表地方債に関する調書についての質疑を終わ

ります。 

 以上で本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第８０号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  次に、日程第１７、議案第８１号、平成３０年度おいらせ町国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてを議題といたし
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ます。 

 当局の説明を求めます。 

 環境保健課長。 

 

当局の説明 環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、議案第８１号についてご説明申し上げます。 

 議案書の８５ページから８７ページ、別冊、特別会計補正予算

に関する説明書の１ページから７ページになります。 

 本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ１４万３，０００

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２４億８，６２６万

７，０００円とするものであります。 

 その内容につきましては、歳出では、青森県人事委員会勧告に

準じた職員の給与改定に伴う人件費の増額、歳入では、歳出の補

正に対応し、一般会計繰入金を増額するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち、歳入歳出全款及び給

与費明細書についての質疑を行います。 

 質疑は事項別明細書により行います。 

 特別会計補正予算に関する説明書１ページから７ページにな

ります。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、歳入歳出全款及び給与費明細書についての質疑を

終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第８１号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 西館議長  次に、日程第１８、議案第８２号、平成３０年度おいらせ町公

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 議案第８２号についてご説明申し上げます。 

 議案書の８８ページから９０ページ、別冊の補正予算に関する

説明書の９ページから１５ページをごらんください。 

 本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ４４万５，０００

円を追加し、予算の総額を１１億８２万２，０００円とするもの

であります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、職員の人件費及び光

熱費を増額し、歳入では、歳入歳出財源調整のため一般会計繰入

金を増額するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち、歳入歳出とも全款及

び給与費明細書についての質疑を行います。 

 質疑は事項別明細書により行います。 

 説明書９ページから１５ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、歳入歳出全款及び給与費明細書についての質疑を

終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第８２号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  次に、日程第１９、議案第８３号、平成３０年度おいらせ町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 議案第８３号についてご説明申し上げます。 

 議案書の９１ページから９３ページ、別冊の補正予算に関する

説明書の１７ページから２３ページをごらんください。 

 本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ４３万６，０００

円を追加し、予算の総額を１億２，６２３万７，０００円とする

ものであります。 

 その内容につきましては、歳出では、職員の人件費及び光熱費

を増額し、歳入では、歳入歳出財源調整のため一般会計繰入金を

増額するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち、歳入歳出とも全款及

び給与費明細書についての質疑を行います。 

 質疑は事項別明細書により行います。 

 説明書１７ページから２３ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、歳入歳出全款及び給与費明細書についての質疑を

終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第８３号について採決いたします。 
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 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  次に、日程第２０、議案第８４号、平成３０年度おいらせ町介

護保険特別会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 介護福祉課長。 

 

当局の説明 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 議案第８４号についてご説明申し上げます。 

 議案書の９４ページから９６ページ、補正予算に関する説明書

２５ページから３５ページになります。 

 本案は、既定予算の総額に３０万２，０００円を追加し、予算

の総額を２３億９，２７２万円とするものです。 

 その主な内容についてでありますが、歳出では、職員の給与改

定に伴い人件費を増額、給付見込みにより保険給付費を組み替え

し、歳入では、歳出の補正に合わせ、国、県支出金、介護給付費

準備基金繰入金を増額するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち、歳入歳出とも全款及

び給与費明細書についての質疑を行います。 

 質疑は事項別明細書により行います。 

 説明書２５ページから３５ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、歳入歳出全款及び給与費明細書についての質疑を

終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 
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 これから議案第８４号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  次に、日程第２１、議案第８５号、平成３０年度おいらせ町病

院事業会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 病院事務長。 

 

当局の説明 病院事務長 

（小向博明君） 

 それでは、議案第８５号についてご説明申し上げます。 

 議案書の９７ページになります。 

 本案は、収益的収入及び支出の既決予定額に３，０７７万６，

０００円を追加し、収益予算の総額を１０億１８７万５，０００

円とするものです。 

 別冊の事項別明細書の３７ページから３９ページをごらんく

ださい。 

 その主な内容につきましては、収益的支出では、人事委員会勧

告と退職等による人件費１１８万４，０００円の減額と建物、器

械等の修繕費用２００万円、損害賠償要求交渉委任委託料１３６

万円、和解解決金を２，８００万円増額し、収益的収入では、入

院患者増を見込み、入院収益を１４１万６，０００円とその他医

業外収益の医療事故保険金の２，９３６万円を増額するものであ

ります。 

 説明は以上であります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 本案については、説明書と議案書により一括で質疑を行いま

す。 

 説明書３７ページから４３ページ、議案書９７ページになりま

す。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、澤上 訓議員。 
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質疑 ２番 

（澤上 訓君） 

 ２番、澤上です。 

 ちょっとお聞きしたいことがあります。 

 医師の退職年齢というと６５歳だったかなとは思っているん

ですけれども、今現在の町立病院の医師の年齢構成といいます

か、教えていただけませんでしょうか。 

 

 西館議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

 現在医師の常勤が５名おりまして、今一番年齢が高い方がこと

し５９歳。あとは５６歳が３名と５１歳が１名の５名となってお

ります。 

 以上になります。（「定年」「退職者」の声あり）済みません。

退職年齢は６５歳と現在なっております。 

 

 西館議長  ２番、澤上議員。 

 

質疑 ２番 

（澤上 訓君） 

 ただいま、５９歳の方が１人、５６歳の方が３名というふうな

ことで今お伺いしましたけれども、この５６歳が３名いるという

ことは、この方々が将来、例えばあと９年後ですか、退職の時期

を迎えられて一気に退職することもあり得ますし、また、残って

非常勤か何かの形で仕事をしていただくという方もいるかと思

いますけれども、もしかすればやめてしまう方もいらっしゃると

いうふうなことも想像しながら、一気に医師が不足していく可能

性もあるだろうというふうな心配もあります。 

 そこで、今後計画的に、医師の補充というのはなかなか難しい

というのはわかっています。わかっていますけれども、例えばど

ういうふうにして今後医師をうまくおいらせ町の町立病院に入

っていただくというふうなことを、計画的に考えているものがあ

れば教えていただきたいと思います。 

 それと、奨学金をいただいて今現在行っている方というのは何

人ぐらいあるのかもお願いします。 

 

 西館議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長  澤上議員にお答えいたします。 
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（小向博明君）  現在奨学金を貸与されている方は５名です……じゃなくて、現

在貸している方は３名ですね。もう貸し終わった方は２名で、５

名の就学資金の貸し付け者がおります。 

 それと、現在の常勤５名で、退職年齢になるまでの間にこちら

で非常勤医師も今８名ほど採用しておりまして、中枢連携の部分

での八戸市民病院からの派遣医師も３名という形で来ておりま

す。実際当直と日直の部分で非常勤の医師の方勤務していること

が多いんですけれども、日中の外来の部分とか病棟の部分の勤務

医のほうもこれから、今２名ほどいるんですけれども増加させて

いきたいな、非常勤でもまあ週１回とか月数回とかという部分も

あるんですけれども、増加させていきたいなと計画をしておりま

す。 

 就学資金の貸与されている方、今後１０年で４名ほど採用なる

んですが、その間に現在の常勤の先生方も４名ほどちょうど退職

時に当たりますので、就学資金借りている方が１０年以内にこち

らの病院のほうに勤務していただければちょうど入れかえの時

期に当たる。うまくいけるのかなとは現在考えております。 

 以上になります。 

 

 西館議長  ２番、澤上議員。 

 

質疑 ２番 

（澤上 訓君） 

 ５名の方々、既に貸与が終わった人が２名に、今現在進行中が

３名いるというふうなことでお聞きしました。 

 この方々が間違いなく町の病院に来て下さるのかどうか、それ

はちょっと私もわからないんですけれども、そういう方々がぜひ

町に恩返ししたいという思いを、何ていうんですかね、自分でそ

ういう思いをもって病院に来たいというものの、そういう環境づ

くりといいますか、病院の内部ではそういう方々をぜひともよそ

へ逃げて行かないようにですね、環境づくりというものは非常に

必要だと思うんですけれども、その辺について医師、現在の医師

の皆さんとの話し合いとかというものがもしあれば、必ず何人か

は確保したいとかそういう話し合いとかの場が今まで、これまで

あったのかどうか。 

 また、これからどういうふうにしたいというふうなことの考え

がありましたら教えていただきたいと思います。 
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 西館議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

それでは、今の医師の部分になるんですけれども、院長と今後の

奨学資金の貸し付け者の計画ですね、予定を多少はちょっと話し

ているんですけれども、まだ５名ではまだ足りないという部分で

は話し合いはしております。 

 実は、こちらで貸与した年数分、勤めればまずその就学資金が

免除になるという条件で貸し付けしておりますので、例えば６年

間の学業部分で貸し付けて、その１０年後に６年間病院に勤めれ

ばやめてもいいわけなので、この分についてはちょっと先が読め

ないんですが、今５名貸与している、ことし２名、３名なんです

が、２名がことしで終了で、来年からまた１名があと４年、５年

ですか、貸与なるんですけれども、あと数名また今後入れて行か

なければならないなと考えております。 

 院長は、まずそれでいいのかなということでは話をしておりま

す。 

 以上になります。 

 

 西館議長  ほかにありませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 今医師の方の関係については２番議員が確保対策等にて奨学

金の受給者、受けている人の話を聞いて、なかなか６年卒業して

１０年後に勤務するかどうかというのは、なかなか容易でないな

というふうな、見通しはそう甘くないなというふうな思いがしま

した。というのは、奨学金を返せば勤めなくてもいいわけですか

ら。そういうふうな意味では、将来的にもっと病院の勤務する、

仕事をする環境整備をしなければ、若い人はなかなか働く意欲な

いんじゃないかなというふうな思いがしますので、ここまず一

つ、私の思いを伝えておきます。 

 それから、この予算見ますと、収入で入院収益を１４１万６，

０００円、それから支出では人件費等の減額が１１８万４，００

０円減額あります。これを見ますと、今年度も経営状況がうまく

いくのかなというふうな思いがありますけれども、昨年も１２月
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聞いたときは大丈夫だといいながら赤字になっていますけれど

も、この見込みをいま一度確認したいと思います。 

 

 西館議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

 それでは、平野議員にお答えします。 

 経営状況については、現状でいきますと、昨年度と比べて１１

月現在で比較しますと２，０００万ほどちょっと収益的に減少し

ております。入院患者のほうがちょっと少なくなっておりまし

て、大体１，０００人ほど入院患者が少ない形になっております。

今月に入って入院患者も６０名、五十数名ですね、大体８０％ほ

どの病床利用率になっておりまして、今後３月まで入院患者の動

向が続けば、黒字にかなり近い線にいけるのかなと考えておりま

す。 

 ことし４月から包括系病床も５床ふやしておりまして、その部

分でも人件費の増加の部分に対応して収益が上がっているかと

考えておりますので、今後、入院患者がそのまま推移すれば、か

なり黒字に近い線までいくと考えています。 

 以上になります。 

 

 西館議長  ６番、平野議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ちょっと黒字に近い線ということは、今現在そうすれば非常に

厳しい状況にあるというふうな形で理解をしておきます。 

 あとちょっと町長から確認しますけれども、今この予算が損害

賠償の和解解決金とそれから弁護士の委託費用、これが通るわけ

ですけれども、この１カ月以内に支払いをするというふうなこと

であります。この時ですね、町長が開設者として、例えば病院の

医師、そういうふうな部分についてはよくこういうふうな議会で

議論が出て、こういうふうな形で予算を承認してもらいましたよ

というふうなことで、開設者として医師のほうにもちゃんとその

旨説明をする考えがあるかどうか、ちょっと確認したいと思いま

す。 

 

 西館議長  町長。 
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答弁 町長 

（成田 隆君） 

 先ほど確かお話ししたと、損害賠償のときにお話したと思うん

ですけれども、医師の確保も大変だし、難しい立場に立っている

けれども、そういう部分で気をつけてほしいなということは先生

方にお願いしなければならないなということを申しましたけれ

ども、その部分で含めて議会からもこういう意見があったという

ことを言えというんでありますので言いますから、報告しておき

ます。 

 

 西館議長  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第８５号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程終了の 

告知 

西館議長  以上で、本定例会の会議に付された事件は、全て議了いたしま

した。 

 ここで、町長から発言したい旨の申し出がありましたので、こ

れを許します。演壇にてお願いします。 

 町長。 

 

 町長 

（成田 隆君） 

 議員各位には師走の大変ご多用のところ、平成３０年第４回お

いらせ町議会定例会にご参集いただき、また、提案いたしました、

私の重要施策であります町学校給食費免除条例の制定には一部

反対意見もありましたが、全ての議案について議決賜り、厚くお

礼申し上げます。 

 早いもので、今年３月に就任してから９カ月が過ぎようとして
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います。本年最後の議会を終えるに当たり、改めてこの間の町政

運営におきましては、議員各位からのご理解とご協力を賜りまし

たことに対し、心から感謝申し上げます。 

 また、今定例会の審議の過程でいただきましたご意見、ご提言

を十分に踏まえ、引き続き「明るく元気で持続可能なまち・おい

らせ町」を目指し、真摯に町政運営に取り組んでいきます。 

 なお、来年１月４日には、町と商工会の共催による恒例の新年

を祝う会を予定しております。皆様におかれましては、ぜひご参

加いただき、ともに新年の門出をお祝いしたいと思っておりま

す。 

 結びになりますが、平成最後の年となる、来る平成３１年が、

町民にも、また議員各位にとりましてもよき年となりますよう心

からお祈り申し上げまして、閉会に当たっての挨拶といたしま

す。 

 どうもありがとうございました。 

 

閉会宣告 西館議長  これで、会議を閉じます。 

 これをもちまして、平成３０年第４回おいらせ町議会定例会を

閉会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

 

  （閉会時刻 午後 ３時３１分） 

 

 事務局長 

（小向正志君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 
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